
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
老
舗
の
店
則
か
ら
見
た

て
　
ｏ

　
　
　
　
第
一
　
商
才
に
っ
い
て

　
　
　
　
　
　
一
、
算
用
に
た
げ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
二
、
商
売
に
上
子
な
こ
と

　
　
　
　
　
　
○
ｏ
　
仕
入
の
商
法
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
↑
○
　
良
質
安
価
の
仕
入
商
法

　
　
　
　
　
　
　
○
　
投
機
的
仕
入
商
法
の
排
斥

　
　
　
　
　
　
似
　
販
売
の
商
法
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
↑
○
　
商
機
を
逸
し
な
い
商
法

　
　
　
　
　
　
　
い
売
り
惜
し
み
を
し
な
い
商
法

　
　
　
　
　
　
　
い
　
売
っ
て
悔
む
の
商
法

　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
　
白
利
他
利
の
商
法

　
　
　
　
　
　
　
鮒
　
天
性
成
行
の
商
法

　
　
　
　
　
　
　
り
　
毎
一
欲
の
商
法

　
　
　
　
　
　
　
ｏ
↓
　
正
直
・
正
路
の
商
法

　
　
　
　
　
　
　
吊
　
強
気
の
商
法

京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）

足
　
　
立

政
　
男

（
二
六
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）

　
　
　
　
　
　
　
○
乃
　
牛
の
涯
式
商
法

　
　
　
　
　
　
　
例
　
得
意
を
大
切
に
す
る
商
法

　
　
　
　
　
　
　
¢
リ
　
寮
翁
之
馬
の
商
法

　
　
　
　
　
姶
二
　
保
守
的
経
営
と
進
歩
的
経
営

　
　
　
　
　
　
一
、
保
守
的
経
営
方
針

　
　
　
　
　
　
二
、
進
歩
的
経
営
方
針

　
　
　
　
　
　
ｏ
ｏ
　
商
売
の
研
究
と
勉
強

　
　
　
　
　
　
似
　
人
材
登
用
主
義
（
以
下
本
号
）

　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
○
　
店
員
雇
傭
の
期
限
付
契
約
欄

　
　
　
　
　
　
　
○
　
信
賞
必
罰
制
度

　
　
　
　
　
　
　
い
　
人
材
の
確
保

　
　
　
　
箪
三
　
石
橋
を
叩
い
て
渡
る
経
営

　
　
　
　
　
　
一
、
現
金
取
引

　
　
　
　
　
　
二
、
支
払
の
日
限
を
守
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
三
、
証
文
に
よ
る
取
引

　
　
　
　
　
　
四
、
帳
簿
を
正
確
に
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
五
、
取
引
は
手
堅
く
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
六
、
取
引
は
公
正
に
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
七
、
会
計
は
厳
重
な
監
査
を
行
な
う
こ
と

　
　
　
　
第
四
　
家
業
第
一
主
義
の
経
営

　
　
　
　
　
　
一
、
早
起
ぎ
と
店
舗
の
清
掃

　
　
　
　
　
　
二
、
家
業
に
熱
心
で
あ
る
こ
と

二
　
（
二
六
四
）



三
、

四
、

主
家
に
忠
誠
を
尽
す
こ
と

職
分
を
遵
守
遂
行
す
る
こ
と

　
似
人
材
登
用
主
義

　
　
い
　
店
員
雇
傭
の
期
限
付
き
契
約
制

　
「
勤
メ
揚
リ
年
廿
七
歳
之
春
二
到
リ
候
ハ
ハ
一
応
辞
表
頗
被
差
出
候
事
、
辿
支
配
役
六
ケ
敷
見
込
之
者
ハ
闘
済
共
者
身
上
納
リ
方

懇
切
二
致
シ
遣
シ
可
申
泰
」

　
「
店
支
配
役
年
三
十
歳
之
時
又
三
十
五
歳
之
秋
二
到
リ
辞
表
願
ヲ
差
出
候
事
、
其
上
不
相
変
勤
メ
之
事
二
柵
成
候
哉
、
退
身
之
事

二
相
成
候
哉
相
定
可
申
事
」

　
「
列
外
之
老
五
ケ
年
目
二
辞
表
願
差
出
候
事
見
込
無
之
モ
ノ
ハ
速
カ
ニ
為
引
取
可
中
事

　
「
但
シ
当
木
年
ヨ
リ
五
ケ
年
目
則
未
、
亥
、
卯
、
未
年
二
差
出
シ
可
中
事
。
尤
モ
其
問
二
雇
入
候
モ
ノ
モ
右
指
年
二
辞
表
願
彼
差

出
可
申
事
」

　
こ
れ
等
は
何
れ
も
外
与
商
店
の
「
改
正
作
法
記
」
に
お
げ
る
規
定
で
あ
る
。

　
丁
稚
奉
公
に
お
け
る
人
生
双
六
の
勤
め
上
り
で
あ
る
年
令
の
二
七
才
の
春
が
や
っ
て
来
る
と
、
一
人
残
ら
ず
主
人
へ
辞
表
願
の
呈

出
が
規
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
以
後
に
お
け
る
主
家
奉
公
の
任
免
は
主
人
の
裁
量
に
一
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
別
宅
が
許
さ
れ
、

通
勤
の
支
配
役
に
な
れ
る
か
、
否
か
は
主
人
の
一
存
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
人
物
が
連
も
支
配
役
た
り
得
る
人
材
で
な

い
も
の
は
、
そ
の
時
を
も
っ
て
退
店
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
（
此
の
場
合
、
退
店
後
の
渡
世
が
出
来
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論

で
あ
る
）

　
　
　
京
郁
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
二
六
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
（
二
六
六
）

　
Ｌ
か
も
た
と
え
、
店
支
配
役
に
任
命
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
終
身
雇
傭
さ
れ
た
の
で
な
く
、
三
年
後
の
三
十
才
、
更
に
、
三

十
五
才
ひ
秋
に
な
れ
ば
、
そ
の
年
令
毎
に
辞
表
願
を
出
し
、
　
「
共
上
不
相
変
勤
メ
之
事
二
相
成
侯
哉
」
又
は
「
退
身
之
事
二
相
成
侯

哉
」
は
主
人
の
裁
量
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
又
、
列
外
の
老
（
丁
稚
か
ら
番
頭
に
至
る
ま
で
の
者
）
も
同
様
、
五
年
目
毎
に
，
辞
表
の
（
規
定
制
定
の
年
か
ら
数
え
て
）
差
出
し
が
規
定

さ
れ
、
見
込
み
の
た
い
も
の
は
、
不
適
格
者
と
し
て
速
や
か
に
退
店
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
等
の
規
定
は
店
員
の
雇
傭

制
が
年
功
序
列
制
或
は
終
身
雇
傭
制
と
い
っ
た
身
分
保
障
を
否
定
し
、
勤
務
成
績
を
評
定
し
て
雇
傭
年
限
を
決
定
す
る
と
い
っ
た
期

限
付
き
の
定
年
雇
傭
契
約
制
で
、
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
被
雇
傭
者
た
る
店
員
達
は
辞
表
願
の
呈
出
時
に
再
雇
傭
さ
れ

る
か
、
否
か
の
不
安
に
脅
か
さ
れ
、
再
雇
傭
の
願
望
と
執
念
に
常
時
鞭
打
た
れ
て
、
失
策
を
し
は
し
な
い
か
と
お
び
え
な
が
ら
、
職

、
務
に
か
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
能
者
、
不
適
格
者
と
見
故
さ
れ
た
店
員
は
店

か
ら
放
逐
さ
れ
、
淘
汰
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
厳
し
い
規
定
に
よ
っ
て
徹
底
し
た
人
材
登
用
主
義
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
○
　
信
賞
必
罰
制
度

　
老
舗
の
暖
簾
を
守
り
、
こ
れ
を
永
続
せ
し
め
、
発
展
せ
し
め
る
た
め
の
必
須
条
件
は
何
を
お
い
て
も
、
そ
の
家
業
に
従
事
す
る
と

こ
ろ
の
人
で
あ
る
。
　
「
時
は
金
な
り
、
事
業
は
人
な
り
」
と
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
げ
に

老
舗
に
１
お
け
る
店
則
の
中
に
は
、
店
員
の
勤
務
心
得
が
こ
と
細
か
に
規
定
さ
れ
、
誠
実
勤
勉
で
優
秀
な
店
員
は
、
こ
れ
を
表
彰
し
、

昇
格
し
、
そ
の
反
対
に
怠
惰
で
あ
っ
た
り
、
失
策
を
し
た
店
員
は
こ
れ
を
処
罰
、
降
職
、
退
店
せ
し
め
る
と
い
っ
た
厳
し
い
処
分
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
規
定
が
設
げ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
信
賞
必
罰
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
柏
原
家
の
場
合
は
端
的
に
こ
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
「
不
働
き
又
者
我
儘
候
族
有
之
侯
は
ぼ
相
共
に
。
意
見
可
中
候
、
及
再
三
不
得
心
の
上
者
暇
遣
し
可
中
事
」

　
「
主
人
よ
り
中
付
侯
儀
謹
て
承
り
、
違
背
有
間
敷
候
、
夫
商
用
者
表
と
相
心
得
、
外
用
は
裏
と
可
存
侯
、
主
人
又
其
意
を
以
召
遮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

可
申
事
、
是
第
一
の
肝
要
に
侯
、
主
従
簡
違
い
無
之
様
に
可
相
心
得
者
也
」

　
と
規
定
し
、
不
真
面
目
で
我
儘
な
店
員
は
意
見
し
、
再
三
の
注
意
に
よ
っ
て
も
直
ら
ぬ
も
の
は
放
逐
す
べ
し
と
規
定
し
、
更
に
。
、

主
人
よ
り
の
申
附
は
よ
く
守
り
、
違
背
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
公
用
（
商
用
）
と
私
用
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
又
、

主
人
と
難
も
公
私
の
分
別
を
心
得
て
店
員
を
召
使
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
点
、
主
従
相
共
に
了
簡
違
い
を
し
て
過
誤
を
犯
さ

な
い
よ
う
に
心
得
べ
し
と
諭
し
て
い
る
。

　
こ
れ
等
は
柏
原
家
の
江
戸
封
建
杜
会
の
時
代
に
設
定
さ
れ
た
勤
評
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
世
情
一
変
し
た
維
新
以
後
の
資
本
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

義
経
済
杜
会
に
お
け
る
店
則
で
は
、
　
「
店
定
法
示
合
心
得
書
」
に
お
い
て
、

　
「
一
、
何
事
に
不
寄
、
心
得
不
中
儀
、
許
し
き
不
審
の
者
等
見
聞
在
之
候
は
ぼ
、
上
下
を
不
論
、
為
心
得
、
支
配
人
又
は
別
宅
共

等
へ
内
々
可
被
中
聞
侯
取
調
協
議
の
上
、
尤
の
次
第
に
も
候
は
ば
、
採
用
所
置
に
も
可
及
候
、
白
然
別
宅
に
不
都
合
の
廉
候
は
ぼ
直

訴
可
被
致
候
」

　
「
時
宜
に
よ
り
順
序
に
拘
ら
ず
、
抜
上
げ
、
繰
下
げ
等
も
致
す
」

　
と
規
定
し
、
　
「
何
事
に
不
寄
、
心
得
不
申
儀
、
語
し
き
不
審
の
者
」
を
見
聞
し
た
場
合
は
、
支
配
人
又
は
別
宅
或
は
主
人
に
直
訴

し
て
で
も
そ
の
処
置
を
仰
く
べ
く
、
上
下
競
っ
て
勤
務
に
精
励
し
、
そ
の
成
績
の
優
秀
な
も
の
は
、
順
序
や
年
功
等
に
拘
る
こ
と
な

く
抜
擢
も
し
、
し
か
ら
ざ
る
者
は
、
降
職
、
格
下
げ
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
と
し
て
、
信
賞
必
罰
制
度
の
確
立
を
宣
言
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
老
舗
の
店
則
に
は
か
か
る
信
賞
必
罰
主
義
の
規
定
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
二
六
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
猟
十
八
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（
二
六
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
虎
屋
黒
川
家
の
場
合
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
「
一
、
店
仕
事
之
儀
者
銘
々
之
得
手
二
励
可
中
尤
目
上
之
者
よ
り
段
々
下
々
へ
教
可
中
又
目
上
之
取
落
等
有
之
を
見
附
候
者
無
遮

慮
心
付
合
候
而
相
互
二
常
水
魚
之
交
可
致
之
事
」

　
「
井
仕
事
格
別
二
励
、
出
情
之
も
の
ヘ
ハ
夫
々
へ
別
段
褒
美
遺
し
可
申
候
」

　
す
な
わ
ち
、
店
仕
事
に
精
励
す
べ
き
こ
と
は
上
下
同
様
で
あ
る
が
、
お
互
に
注
意
し
合
っ
て
「
相
互
二
常
水
魚
之
交
可
致
之
箏
」

と
し
、
勤
務
成
績
優
秀
で
出
精
の
者
は
「
夫
々
へ
別
段
褒
美
遣
し
可
申
候
」
と
、
表
彰
規
定
が
設
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
こ
の
よ
う
な
信
賞
面
の
規
定
は
外
与
商
店
の
「
追
作
法
」
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
二
、
近
来
不
容
場
形
勢
臨
時
等
も
多
ク
良
も
す
れ
ぼ
一
定
不
成
次
第
も
可
有
之
哉
万
一
非
常
之
節
不
都
合
有
之
候
而
は
実
以
大

切
之
事
二
侯
問
、
白
今
京
坂
と
も
出
入
方
五
人
等
定
メ
置
可
中
事

　
附
り
能
々
人
撰
可
取
決
、
急
変
之
節
ハ
直
二
駆
付
可
為
致
事
。
働
キ
不
働
キ
ヲ
相
考
、
神
明
二
相
勤
候
者
ニ
ハ
手
厚
ク
い
た
し
可

遭
事
」

　
す
な
わ
ち
、
　
「
働
キ
不
働
キ
ヲ
相
考
、
神
明
二
相
勤
候
者
ニ
ハ
」
手
厚
く
そ
の
功
労
を
表
彰
す
る
べ
し
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
等
は
店
則
に
お
げ
る
信
賞
必
罰
主
義
規
定
の
積
極
的
な
表
彰
規
定
で
あ
る
が
、
店
則
が
従
業
員
の
勤
務
の
あ
り
方
を
規
定
す

る
も
の
で
あ
る
性
質
上
、
む
し
ろ
、
消
極
的
な
必
罰
規
定
が
数
多
く
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
不
真
面
目
な
老
、
我

儀
な
者
、
店
則
や
家
法
に
違
反
す
る
老
等
を
如
何
に
処
置
す
る
か
の
罰
則
規
定
が
多
く
制
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
す
な
わ
ぢ
、
外
与
商
店
の
場
合
は
「
改
正
規
則
書
」
に
お
い
て

　
「
一
、
上
、
二
↓
候
者
ハ
店
一
統
之
見
習
之
為
格
別
奮
勉
無
之
て
ハ
不
相
成
事
二
侯
。
万
事
二
心
ヲ
配
り
白
然
不
入
情
或
ハ
心
得
逮



ヒ
之
者
有
之
候
節
ハ
即
時
二
呼
寄
懇
二
可
中
人
候
、
若
家
法
二
背
キ
我
意
二
長
ジ
目
先
陳
く
勉
強
心
薄
ク
見
通
し
無
之
者
ハ
人
前
エ

相
答
上
下
之
別
ナ
ク
速
二
退
身
可
被
致
候
事
」

　
と
、
店
員
勤
務
の
あ
り
方
を
諭
し
、
仕
事
に
不
熱
心
な
も
の
、
或
は
心
得
違
い
の
も
の
は
早
速
呼
び
寄
せ
て
親
切
に
注
意
を
加
え

る
が
、
そ
れ
で
も
聞
き
入
れ
ず
、
　
「
家
法
二
背
」
い
た
り
、
　
「
我
意
」
を
は
っ
た
り
「
目
先
疎
ク
勉
強
心
薄
ク
」
将
来
「
見
通
し
無

之
者
」
は
「
上
下
之
別
ナ
ク
速
二
退
身
可
被
致
候
布
」
と
実
に
厳
し
い
罰
則
を
設
け
て
、
勤
務
の
精
励
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
利
店
（
８
）

　
な
お
、
同
店
で
は
更
に
地
方
出
張
店
の
取
締
り
「
定
書
」
に
お
い
て
、
徒
業
員
の
「
酒
宴
遊
所
」
に
気
を
寄
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
も
の
は
早
速
京
都
へ
呼
寄
せ
て
処
分
す
る
と
戒
し
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
出
役
之
者
近
頃
者
於
二
出
先
二
一
酒
宴
遊
所
付
二
気
ヲ
奇
侯
義
及
聞
、
以
之
外
成
次
第
、
向
後
右
様
之
事
有
之
バ
共
懸
り
重
役
江

尋
合
無
之
候
と
も
速
二
附
登
セ
可
申
侯
之
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
八
代
仁
兵
衛
商
店
の
場
合
は
「
定
メ
」
に
お
い
て
、

　
「
店
朋
輩
中
別
心
之
レ
ナ
ク
候
上
ハ
遠
慮
ナ
ク
不
埼
ガ
マ
シ
キ
者
之
レ
ア
レ
バ
互
イ
ニ
申
八
ロ
ハ
セ
随
分
不
埼
二
及
バ
ザ
ル
様
二
常

々
意
見
ヲ
如
へ
戒
メ
申
ス
可
ク
候
白
然
不
将
出
来
候
ハ
バ
用
捨
ナ
ク
其
人
屹
度
出
シ
申
ス
可
ク
候
。
或
ハ
店
ノ
勝
手
ヲ
思
ヒ
不
白
巾

ヲ
考
へ
用
捨
致
シ
侯
事
甚
ダ
然
ル
可
ラ
ズ
候
。
右
様
之
者
二
於
イ
テ
ハ
其
ノ
朋
輩
之
内
同
類
ア
ラ
バ
何
人
ニ
テ
モ
一
同
二
屹
度
出
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ビ
ソ

申
ス
可
ク
侯
。
是
又
猶
予
致
シ
候
ハ
バ
大
井
ナ
ル
誤
リ
ナ
ル
可
シ
。
筋
ニ
ョ
ク
相
談
之
上
不
欄
ノ
事
二
候
ヘ
バ
用
捨
致
ス
可
キ
事
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ル

有
之
ベ
ク
候
。
何
分
手
前
之
不
白
由
ヲ
思
ヒ
免
シ
侯
事
堅
ク
致
ス
可
ラ
ズ
侯
」

　
と
、
店
員
の
勤
務
に
っ
い
て
規
制
し
、
　
「
白
然
不
将
出
来
候
ハ
バ
用
捨
ナ
ク
」
申
出
る
よ
う
に
１
す
る
こ
と
。
さ
す
れ
ぼ
「
筋
ニ
ョ

ク
相
談
之
上
不
欄
ノ
事
二
候
ヘ
バ
用
捨
致
ス
可
キ
事
モ
有
之
ベ
ク
候
」
と
、
割
合
い
温
情
的
な
規
定
に
よ
っ
て
、
従
業
員
が
不
法
行

　
　
　
京
郁
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
二
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
（
二
七
〇
）

為
に
陥
ち
入
っ
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
未
然
に
防
止
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

　
西
川
ふ
と
ん
店
の
場
合
は
、
　
「
規
定
之
事
」
の
店
則
に
お
い
て
「
遊
惰
之
者
」
は
教
諭
を
加
え
、
そ
れ
で
も
聞
入
れ
な
い
も
の
は

「
親
元
へ
引
渡
」
す
と
い
っ
た
厳
し
い
処
分
方
法
が
設
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
一
、
商
業
不
精
二
し
て
遊
惰
之
者
有
之
候
ハ
ハ
篤
と
教
諭
を
加
へ
其
上
聴
入
不
申
候
ハ
ハ
親
元
へ
引
渡
可
中
侯
」

　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

　
更
に
「
定
之
事
」
に
お
い
て
、
出
先
店
の
取
締
り
を
行
い
、
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
「
一
、
家
内
之
者
商
内
不
入
精
致
遊
出
之
者
支
配
人
始
メ
若
衆
二
至
迄
急
度
異
見
加
へ
聞
入
不
中
侯
へ
者
早
速
為
登
差
可
中
事
」

　
「
一
、
第
一
誓
相
背
私
欲
執
斗
致
し
蒙
神
罰
儀
無
之
様
深
ク
相
慎
可
中
事
」

　
す
な
わ
ち
、
　
「
商
内
二
不
二
入
精
致
一
遊
出
之
者
」
は
上
下
を
問
わ
ず
意
見
を
加
え
、
そ
れ
も
聞
入
れ
な
い
者
は
本
店
へ
差
登
さ
せ
、

処
分
す
る
事
と
規
定
し
て
、
出
張
店
勤
務
を
厳
格
に
取
締
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
如
く
京
都
に
お
げ
る
老
舗
の
店
則
で
は
従
業
員
に
対
し
、
信
賞
必
罰
主
義
を
厳
し
く
宣
言
し
、
彼
等
を
し
て
家
業
に

精
魂
を
傾
け
て
従
事
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぼ
、
従
業
員
の
立
身
出
世
へ
の
昇
進
、
昇
格
、
或
は
逆
に
降
職
、
退
職
の
規

定
を
設
け
、
大
い
に
人
材
を
登
用
し
、
　
「
事
業
は
人
也
」
の
言
葉
の
よ
う
に
、
適
材
者
を
抜
擢
し
、
浮
沈
の
激
し
い
商
業
界
に
あ
っ

て
、
家
業
の
永
続
と
発
展
を
期
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
こ
と
細
か
に
日
常
生
活
に
ー
お
け
る
作
法
や
心
得
を
諭
し
、
主
従
一
体
と
な
っ
て
暖
簾
の
灯
を
絶
や
さ
ぬ

よ
う
に
家
業
に
精
励
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
い
　
人
材
の
確
保

　
「
事
業
は
人
也
」
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
、
店
の
盛
衰
興
亡
は
、
実
に
そ
の
店
の
経
営
に
従
事
し
て
い
る
従
業
員
に
か
か
っ
て
い



る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
優
秀
有
能
な
店
員
を
如
何
に
確
保
す
る
か
、
又
、
有
能
な
店
貝
を
如
何
に
養
成
す
る
か
は
、
店
の
主
人

た
る
も
の
の
最
も
重
要
な
任
務
で
あ
り
、
責
務
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
為
に
は
、
単
に
日
常
生
活
を
こ
と
細
か
に
規
制
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
互
に
切
差
琢
磨
せ
し
め
、
逢
し
い
商
魂
を
培
っ
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
人
材
確
保
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
も
の
に
、
中
山
人
形
店
の
「
商
人
ノ
教
則
」
が
あ
る
。

　
「
規
律
正
ク
シ
テ
順
序
ノ
宜
シ
キ
人
ハ
一
人
ニ
テ
六
人
分
ノ
事
務
ヲ
取
持
ツ
事
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
一
人
ニ
テ
事
ヲ
行
フ
時
ハ
万

端
一
手
二
仕
上
ル
事
ヲ
得
レ
ド
モ
六
人
共
二
事
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
事
務
ノ
錯
雑
ヲ
来
ス
ベ
キ
ナ
リ
、
故
二
人
ヲ
雇
フ
ニ
ハ
高
給
ニ
テ
モ

精
勤
ナ
ル
者
一
人
ヲ
用
フ
ベ
シ
。
不
勉
強
ノ
者
六
人
ヲ
雇
フ
ニ
比
ス
レ
バ
共
ノ
費
用
蓬
二
少
シ
」
。

　
す
な
わ
ち
、
有
能
な
人
材
は
無
能
な
も
の
六
人
に
匹
敵
す
る
仕
事
が
出
る
し
、
人
を
雇
う
場
合
は
、
如
何
に
高
給
を
支
払
っ
て
も

精
勤
な
人
材
の
人
を
一
人
雇
っ
た
方
が
不
勉
強
な
者
六
人
雇
入
れ
る
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
と
し
て
、
人
材
の
確
保
に
努
力
す
べ
き
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

　
更
に
、
人
材
の
養
成
に
進
ん
で
努
力
を
払
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
虎
屋
黒
川
商
店
の
「
捷
書
写
」
に
は

　
「
一
、
惣
手
代
小
供
迄
常
々
手
習
、
算
術
、
稽
古
等
梢
励
可
申
事
。

　
右
け
い
こ
無
之
而
者
支
配
人
、
番
頭
二
進
侯
事
難
成
又
首
尾
能
勤
メ
宿
入
侯
而
茂
、
筆
跡
、
十
露
盤
不
知
侯
て
ハ
万
端
不
向
山
燃

義
之
事
目
前
に
候
価
奉
公
之
中
二
情
二
入
可
中
事
」

　
と
あ
り
、
読
、
書
、
そ
ろ
ば
ん
の
げ
い
こ
に
励
む
こ
と
。
そ
れ
ら
に
習
熟
す
る
こ
と
が
、
支
配
役
、
番
頭
、
別
家
へ
の
昇
格
昇
迷

の
必
須
条
件
で
あ
る
と
し
て
、
有
為
な
人
材
の
養
成
教
育
を
規
定
し
て
、
人
材
の
確
保
に
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
二
七
一
）

●



　
　
　
立
命
餉
絡
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
（
二
七
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仙
）

　
西
村
彦
兵
衛
商
店
の
「
見
世
之
者
江
常
々
申
聞
ル
心
得
之
事
」
の
巾
に
。
も

　
「
一
、
小
者
二
毎
晩
手
習
為
致
、
算
盤
教
可
遣
事
」

　
と
あ
り
、
店
貝
、
後
継
者
と
し
て
有
能
な
従
業
貝
の
養
成
と
そ
の
教
育
に
努
力
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

　
外
与
商
店
の
「
改
止
規
則
書
」
の
場
合
は

　
「
光
陰
空
敷
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
差
当
リ
用
向
無
之
候
節
ハ
商
法
上
売
買
進
退
勘
考
致
ス
ベ
シ
、
又
打
奇
候
節
ハ
　
品
　
柄
合
　
染

向
　
不
向
等
　
研
究
評
論
可
致
候
、
無
益
之
雑
談
堅
く
不
相
成
候
寮
」

　
と
、
商
人
と
し
て
の
専
門
的
知
識
と
才
能
を
身
に
つ
げ
る
べ
く
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

　
八
代
仁
商
店
「
定
メ
」
に
も

　
「
子
供
手
透
之
節
ハ
手
弼
、
算
盤
稽
古
致
シ
侯
様
二
皆
々
引
廻
シ
候
様
二
致
ス
可
ク
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

　
と
規
定
し
、
又
安
田
多
七
商
店
「
店
規
」
に
お
い
て
も

　
「
子
息
、
店
員
ニ
ハ
余
暇
ア
レ
バ
読
書
セ
シ
ム
ベ
シ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

　
と
あ
り
、
売
薬
を
家
業
と
し
て
い
る
雨
森
家
の
「
覚
書
」
に
、
は

　
「
隙
二
医
書
ヲ
バ
考
究
可
被
中
候
、
良
環
岩
松
ハ
儒
書
ヲ
精
出
講
習
可
被
仕
事

　
　
　
附
　
療
用
又
ハ
学
問
二
通
侯
外
ハ
む
ざ
と
他
出
仕
又
ハ
無
益
之
儀
堅
ク
停
止
之
事
」

　
と
、
専
門
知
識
の
獲
得
と
教
養
の
た
め
の
学
問
を
奨
励
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
何
に
老
舗
が
、
そ
の
永
続
と
発
展
を
期
し
て
、

後
継
者
と
し
て
の
人
材
を
養
成
す
べ
く
、
努
力
を
払
っ
て
い
た
か
は
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
改
正
作
法
記
」
　
（
明
治
十
六
年
制
定
）



（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

杣
原
商
店
所
蔵
「
家
内
定
法
帳
」
　
（
享
保
二
一
年
正
月
制
定
）

同
家
同
「
条
目
」
（
宝
暦
五
年
制
定
）

同
　
家
　
同
　
「
店
定
法
示
合
心
得
書
」
　
（
明
治
十
六
年
一
月
制
定
）

虎
屋
黒
川
商
店
所
蔵
「
捷
書
」
　
（
文
化
二
年
制
定
）

外
与
商
店
所
蔵
「
追
作
法
」
　
（
明
治
元
年
六
月
制
定
）

同
　
　
前
「
改
正
規
則
書
」
　
（
明
治
十
九
年
制
定
）

同
　
　
前
「
足
利
店
定
書
」

八
代
仁
商
応
所
蔵
「
定
メ
」
　
（
宝
暦
八
年
三
月
捌
定
）

西
川
ふ
と
ん
店
所
蔵
「
規
定
之
事
」
　
（
明
治
二
年
側
定
）

同
　
　
前
「
定
之
専
」
　
（
明
治
初
年
制
定
）

中
山
人
形
店
所
蔵
「
南
人
ノ
教
則
」

虎
屋
黒
川
商
店
所
蔵
「
淀
苫
写
」
　
（
文
化
二
年
制
定
）

西
村
彦
兵
衛
商
店
所
蔵
「
見
世
之
者
江
常
々
申
聞
ル
心
得
之
箏
」
　
（
寛
政
四
年
九
月
制
定
）

外
村
商
店
所
蔵
「
改
正
規
則
嵩
」
　
（
明
治
十
九
年
側
定
）

八
代
仁
商
店
所
蔵
「
定
メ
」
　
（
宝
暦
八
年
三
月
制
定
）

安
旧
多
七
商
店
所
蔵
「
店
規
」
　
（
不
明
）

雨
森
敬
太
郎
商
唐
所
蔵
「
党
」
　
（
正
徳
元
年
十
二
月
制
定
）

第
三

石
橋
を
叩
い
て
渡
る
経
常

京
郁
の
閉
人
に
っ
い
て
「
後
は
む
か
し
物
語
」
に
次
の
如
く
い
っ
て
い
る
。

「
逝
に
て
火
皿
を
合
せ
て
．
煙
草
の
火
を
貰
ふ
時
は
、
こ
な
た
の
煙
草
を
一
ぷ
く
ひ
ね
り
て
、

　
　
　
京
郁
賄
人
の
商
塊
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）

先
の
人
に
や
っ
て
火
を
貰
ふ
と
い

　
　
　
一
一
　
（
二
七
三
）



立
命
館
経
済
学
（
雄
十
八
巻
・
第
四
号
）

二
一
　
（
二
七
四
）

ふ
」
と
。

　
す
な
わ
ち
、
京
都
で
は
、
道
で
誰
か
に
遭
っ
て
煙
草
の
火
を
欲
し
い
と
思
う
と
、
先
ず
白
分
が
煙
草
入
の
中
か
ら
刻
煙
草
を
向
う

の
人
の
雁
首
に
入
れ
て
や
っ
て
、
そ
れ
か
ら
貰
う
と
い
う
こ
と
で
あ
．
る
。

　
「
さ
ほ
ど
に
も
有
ま
じ
げ
れ
ど
も
、
こ
ま
か
な
る
を
賎
し
め
て
い
ふ
成
べ
し
。
さ
れ
ど
全
体
の
気
象
は
た
ぼ
こ
一
ぷ
く
た
り
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

人
に
損
を
か
け
て
は
本
意
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
所
な
り
、
さ
に
よ
り
て
二
一
銭
と
い
へ
ど
も
算
用
正
し
、
人
に
も
や
り
、
人
よ
り
取
る

事
を
も
速
に
す
る
な
り
。
江
戸
の
も
の
は
其
場
に
ょ
り
て
は
先
よ
り
来
る
金
あ
り
て
も
百
疋
ぼ
か
り
の
事
い
ふ
て
も
や
ら
れ
ず
な
ど
、

損
を
し
て
も
損
に
も
思
は
ず
、
向
ふ
の
人
も
深
く
心
に
か
げ
ぬ
故
に
忘
れ
て
仕
舞
ふ
べ
し
、
京
の
人
は
百
銭
と
い
へ
ど
も
来
べ
き
も

の
の
来
ぬ
は
義
理
を
知
ら
ぬ
も
の
の
や
う
に
覚
え
て
催
促
も
す
べ
し
云
々
」
と
。

　
京
都
の
商
人
が
非
常
に
細
か
く
、
取
引
が
手
堅
く
正
確
で
あ
る
こ
と
。
あ
い
ま
い
な
取
引
を
非
常
に
嫌
う
気
象
を
も
っ
て
い
る
こ

と
に
っ
い
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
京
都
商
人
の
商
法
の
特
徴
は
、
実
に
気
長
で
、
忍
耐
強
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
来
べ
き
も
の
の
来
ぬ
は
義
理
を
知
ら
ぬ
も

の
の
や
う
に
覚
え
て
催
促
」
す
る
と
い
っ
た
細
か
く
手
堅
い
取
引
を
す
る
。

　
次
に
か
か
る
商
法
か
ら
特
徴
的
に
表
わ
れ
て
来
る
取
引
上
の
諾
現
象
を
店
則
の
中
か
ら
見
る
と
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

現
金
取
引

　
「
商
品
ハ
可
成
現
金
ニ
テ
仕
入
ル
ベ
シ
。
現
金
ニ
テ
売
ル
ベ
シ
。
現
金
ニ
テ
仕
入
ル
ト
キ
ハ
幾
分
廉
価
ナ
ル
ベ
シ
。
而
モ
其
ノ
利

益
ハ
金
利
ヲ
払
フ
モ
尚
余
ア
リ
、
現
金
ニ
テ
売
ル
ト
キ
ハ
掛
金
売
ヨ
リ
低
価
ナ
ル
ベ
シ
。
而
テ
其
ノ
損
失
ハ
金
利
よ
り
僅
カ
ニ
少
カ



　
　
（
１
）

ル
ベ
シ
」
（
商
人
ノ
教
則
拾
四
条
）

　
金
融
機
関
の
発
達
が
不
充
分
で
あ
っ
た
封
建
杜
会
か
ら
明
治
初
期
に
か
げ
て
の
客
観
的
条
件
、
或
い
は
経
営
の
業
種
に
も
よ
る
が
、

一
般
に
い
っ
て
、
京
都
商
人
は
現
金
取
引
を
好
む
の
で
あ
る
。

　
現
金
取
引
に
お
げ
る
利
点
は
、
仕
入
が
廉
価
に
出
来
る
こ
と
。
そ
の
利
益
は
金
利
を
払
う
額
よ
り
も
大
で
あ
る
こ
と
。
現
金
売
り

は
、
掛
金
売
り
よ
り
安
く
売
る
こ
と
が
出
来
、
貸
倒
れ
も
な
く
、
品
物
が
安
い
か
ら
客
の
信
用
も
得
ら
れ
て
多
く
売
れ
る
。
し
か
も
、

現
金
売
の
場
合
、
現
金
に
つ
く
金
利
と
、
掛
売
り
の
利
潤
と
の
差
額
は
僅
少
の
損
失
で
あ
る
か
ら
、
貸
倒
れ
か
ら
来
る
損
失
よ
り
逢

か
に
利
得
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
京
都
商
人
の
経
営
は
実
に
手
堅
く
、
確
実
な
現
金
取
引
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
二
　
支
払
の
目
限
を
守
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
「
若
シ
掛
ニ
テ
買
入
ノ
時
、
支
払
ノ
目
眼
迄
二
必
ズ
共
ノ
代
価
ヲ
払
ヒ
先
方
ノ
催
促
ヲ
待
ツ
事
勿
レ
。
」
（
拾
五
条
）

　
こ
れ
は
商
品
の
仕
入
代
金
の
支
払
い
は
、
そ
の
日
限
を
遵
守
し
て
必
ず
支
払
い
、
先
方
の
催
促
を
受
け
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
い
っ

た
規
定
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
「
金
銭
貸
借
等
ハ
堅
ク
禁
制
た
り
と
雄
も
、
銀
行
当
座
貸
借
暫
時
之
顧
通
ハ
可
然
決
而
永
借
不
可
致
事
」

　
こ
れ
も
金
銭
貸
借
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
た
と
え
、
銀
行
か
ら
の
融
資
で
あ
っ
て
も
「
暫
時
之
融
通
」
は
よ
い
が
「
決
而
永
借

不
可
致
」
と
永
借
を
厳
禁
し
て
い
る
。

　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
二
七
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
二
七
六
）

　
如
何
に
ち
ゃ
っ
か
り
し
た
経
営
で
あ
り
、
堅
実
で
あ
っ
た
か
は
他
地
方
の
商
人
に
そ
の
例
を
見
得
な
い
程
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す

で
に
述
べ
た
如
く
「
二
一
銭
と
い
へ
ど
も
算
用
正
し
、
人
に
も
や
り
、
人
よ
り
取
る
事
を
も
速
に
す
る
な
り
」
と
か
、
　
「
京
の
人
は

百
銭
と
い
へ
ど
も
来
べ
き
も
の
の
来
ぬ
は
義
理
を
知
ら
ぬ
も
の
の
や
う
に
覚
え
て
催
促
も
す
べ
し
」
と
か
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

京
都
商
人
の
経
営
に
は
、
金
銭
の
授
受
や
貸
借
に
は
、
極
め
て
厳
し
く
、
細
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
支
払
期
日
を
守
っ
て
先
方
の
催
促
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
借
入
金
も
永
借
入
れ
し
な
い
よ
う
に
心
掛
げ
る
こ
と
は
、
取

引
の
堅
実
を
期
す
る
上
か
ら
は
大
切
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
殊
に
前
者
の
場
合
は
仕
入
先
、
そ
の
他
か
ら
信
用
を
か
ち
取
る
唯
一
最
上

の
道
で
あ
る
。
催
促
を
う
げ
て
か
ら
支
払
う
の
で
は
折
角
の
支
払
金
が
死
に
金
に
な
っ
て
し
ま
う
。
生
き
た
金
を
使
わ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。

商
人
と
し
て
最
高
至
上
の
宝
と
も
い
う
べ
き
信
用
を
、
保
持
す
る
た
め
に
も
、
払
う
べ
き
金
を
期
日
ま
で
に
蹟
踏
す
る
こ
と
た
く
支

払
う
商
法
は
、
商
業
経
営
の
上
に
と
っ
て
肝
要
中
の
肝
要
で
あ
り
、
京
都
商
人
の
も
っ
て
い
る
商
法
の
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
。

三
　
証
文
に
よ
る
取
引

　
「
商
業
上
ノ
約
定
ハ
成
可
ク
ロ
頭
ヲ
避
ケ
証
書
以
ナ
ス
ベ
シ
。
商
業
上
ノ
交
際
ハ
男
女
ヲ
問
ハ
ズ
総
テ
彼
等
ヲ
騎
者
ト
思
フ
ベ

　
　
　
　
　
（
４
）

シ
」
（
二
十
一
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
「
売
先
キ
多
少
ニ
ョ
ラ
ズ
、
判
書
判
取
致
シ
、
此
方
帳
面
引
合
申
ス
可
ク
候
事
」

　
何
れ
も
取
引
上
の
間
違
い
を
な
く
し
、
正
確
を
期
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
前
者
は
「
商
業
上
ノ
約
定
ハ
成
可
ク
ロ
頭
ヲ
避
」

け
て
文
書
を
も
っ
て
す
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
商
業
上
の
交
際
は
男
女
を
問
わ
ず
相
手
に
付
げ
こ
ま
れ
る
よ
う
な
隙
を
絶
対
見
せ
な

い
よ
う
に
ー
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
口
約
東
を
避
げ
て
証
文
を
交
換
、
す
る
こ
と
が
取
引
上
の
問
違
い
を
防
止
す
る
上
で
肝
要
で
あ
る



と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
商
業
上
ノ
交
際
ハ
男
女
ヲ
閉
ハ
ズ
、
ス
ベ
テ
彼
等
ヲ
騎
者
卜
忠
フ
可
シ
」
と
し
、
　
「
売
先
多
少
ニ

ョ
ラ
ズ
」
判
書
、
判
取
を
し
て
、
店
の
帳
面
と
引
合
せ
る
と
い
っ
た
規
定
を
設
げ
て
、
兎
に
も
角
に
も
、
取
引
は
正
確
に
と
い
う
こ

と
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
「
江
戸
の
も
の
は
其
場
に
よ
り
て
は
先
よ
り
来
る
金
あ
り
て
も
百
疋
ば
か
り
の
事

は
い
ふ
て
も
や
ら
れ
ず
な
ど
、
損
を
し
て
も
損
に
も
思
は
ず
、
向
ふ
の
人
も
深
く
心
に
か
げ
ぬ
故
に
忘
れ
て
仕
舞
ふ
べ
し
」
と
い
っ

た
、
江
戸
商
人
の
商
法
と
は
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
柿
原
家
の
周
到
な
る
管
理
規
定
は
、
　
「
家
内
定
法
帳
」
に
お
い
て
「
諸
掛
売
一
切
仕
問
敷
候
尤
無
拠
儀
老
可
及
相
談
侯
」
　
「
掛
売

の
儀
、
売
物
相
渡
候
節
、
帳
面
に
印
判
急
度
取
置
申
事
」
と
し
、
現
金
販
売
を
原
則
と
し
、
掛
売
を
禁
じ
、
も
し
止
む
を
得
ず
貸
売

す
る
場
合
は
相
談
の
上
と
定
め
、
更
に
「
掛
売
」
の
場
合
は
品
物
を
渡
す
時
に
、
帳
面
に
１
授
受
の
印
判
を
必
ず
取
っ
て
置
く
箏
と
し

て
、
商
取
引
に
お
げ
る
厳
密
と
周
到
さ
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
京
都
商
人
の
周
到
な
る
経
営
は
他
国
商
人
に
比
し
、
一
大
特

色
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
帳
簿
を
正
確
に
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
「
掛
金
ヲ
受
取
リ
タ
ル
時
ハ
之
ヲ
以
テ
第
一
二
掛
金
ヲ
消
ス
ベ
シ
」
（
第
十
九
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ダ
チ

　
「
見
セ
代
呂
物
之
義
－
ハ
直
二
見
セ
帳
へ
相
付
ケ
中
ス
可
ク
候
且
又
持
参
致
シ
見
セ
置
候
代
品
物
ハ
罷
帰
り
次
策
早
速
見
セ
帳
へ
付

　
　
　
　
　
（
８
）

ケ
巾
ス
可
ク
候
」

　
こ
れ
等
の
店
則
は
何
れ
も
、
取
引
の
止
確
を
期
し
、
記
帳
に
粗
漏
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。

前
老
は
売
掛
金
を
受
取
っ
た
時
は
先
ず
第
一
番
に
売
掛
金
を
帳
簿
記
載
か
ら
抹
消
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
…
違
っ
て
二
重
請
求
な

　
　
　
京
郁
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
二
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
　
（
二
七
八
）

ど
を
行
っ
て
店
の
信
用
を
傷
っ
げ
な
い
よ
う
に
心
掛
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
後
者
は
買
入
れ
の
品
物
に
記
載
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
し
て
、
二
重
支
払
い
や
、
買
入
れ
も
し
な
い
品
物
の
代
金
を
支
払
わ
な
い
ユ

う
に
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。

　
「
西
陣
ヨ
リ
買
入
レ
絹
、
疵
御
座
侯
か
、
尺
違
杯
ニ
テ
替
二
遣
シ
侯
絹
、
仮
令
余
人
二
持
タ
セ
遣
シ
侯
共
三
目
ノ
内
二
買
入
候
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

吟
味
致
シ
立
会
ヒ
消
シ
申
ス
可
キ
事
。
」

　
こ
の
規
定
は
西
陣
織
物
の
仕
人
取
引
に
お
げ
る
返
品
が
生
じ
た
時
に
、
仕
入
帳
の
記
載
は
三
日
問
の
う
ち
に
買
入
れ
人
、
調
査
吟

味
の
上
で
立
ち
会
っ
て
抹
消
す
る
こ
と
と
し
、
返
品
物
の
正
確
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

　
品
物
を
店
か
ら
販
売
し
て
発
送
し
た
場
合
に
は
「
荷
物
送
り
侯
節
留
帳
堅
く
引
合
可
中
事
」
と
か
、
　
「
留
帳
よ
り
見
世
帳
に
写
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

侯
分
、
注
文
を
直
々
に
見
世
帳
へ
付
申
分
、
何
れ
も
付
落
無
之
様
に
相
共
に
気
を
付
吟
味
可
仕
事
」
と
、
商
品
の
発
送
や
、
販
売
に

お
げ
る
記
帳
洩
れ
の
な
い
こ
と
を
要
求
し
、
規
定
し
て
い
る
。

　
更
に
柏
原
家
で
は
、
品
物
を
買
手
に
直
接
手
渡
す
と
こ
ろ
の
地
売
販
売
の
場
合
で
も
、
正
確
た
授
受
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

「
地
売
の
儀
、
請
敢
役
人
員
数
相
改
、
請
取
可
申
侯
、
勿
論
致
符
帳
侯
節
立
会
吟
味
可
仕
事
」
と
し
て
、
商
品
の
授
受
に
お
げ
る
細

心
の
注
意
を
払
う
よ
う
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
与
商
店
の
場
合
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

　
「
御
得
意
御
入
来
之
節
売
上
品
ハ
銘
々
手
帳
二
相
記
、
帳
場
江
持
参
可
致
事
」

　
売
却
し
た
品
物
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
各
自
の
手
帳
に
却
時
に
記
帳
し
、
帳
場
へ
持
参
し
、
相
改
め
る
よ
う
に
し
、
売
上
げ
品
に

問
違
い
が
な
い
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
れ
等
は
何
れ
も
店
の
信
用
を
保
持
し
、
取
引
の
正
確
を
期
す
る
た
め
に
記
帳
上
の
具
体
的
な
注
意
を
観
定
し
た
も
の
で
あ
り
、



諦
帳
簿
記
載
に
っ
い
て
細
心
の
州
到
さ
と
正
確
を
期
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
　
取
引
は
手
堅
く
す
る
こ
と

　
商
取
引
は
熟
慮
．
慎
重
の
上
、
手
堅
く
す
る
こ
と
の
規
定
は
、
店
規
の
中
に
数
多
く
見
う
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

　
柿
原
商
店
で
は
「
家
内
定
法
帳
」
に
「
諾
掛
売
一
切
仕
閉
敷
候
、
尤
無
拠
儀
者
可
及
相
談
候
」
と
し
、
販
売
の
手
堅
い
取
引
を
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坦
）

定
し
、
仕
入
に
関
し
て
も
「
条
目
」
に
お
い
て
「
買
物
前
金
之
義
向
後
無
用
に
可
致
侯
、
併
是
迄
貸
来
り
候
方
者
は
其
格
を
以
可
相

斗
候
、
勿
論
右
之
外
、
無
拠
儀
候
は
ぼ
其
節
可
及
相
談
侯
」
と
仕
入
取
引
に
は
前
貸
金
に
よ
る
仕
入
取
引
を
禁
止
し
、
商
＾
と
仕
入

代
金
の
交
換
、
若
し
く
は
後
払
い
を
規
定
し
、
仕
入
取
引
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
て
い
る
。
而
し
て
若
し
従
前
か
ら
前
貸
し
て
仕

人
れ
て
来
た
仕
入
先
と
の
取
引
は
、
其
の
経
済
力
や
分
限
等
の
格
合
を
よ
く
よ
く
勘
考
し
て
取
り
は
か
ら
う
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ

の
外
、
止
む
を
得
ず
前
貸
に
よ
っ
て
仕
入
取
引
を
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
場
合
は
相
談
の
上
で
行
う
こ
と
と
定
め
て
い
る
。

　
外
与
商
店
の
場
合
は
、
取
引
の
危
険
、
失
策
の
防
止
を
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

　
す
な
わ
ち
「
厳
改
正
」
に
お
い
て
、

　
「
本
家
奥
帳
方
よ
り
諸
方
江
無
拠
取
替
金
い
た
し
候
共
此
後
ハ
引
宛
無
之
先
江
者
融
通
相
断
可
申
事

　
　
　
　
　
但
シ
是
迄
仕
来
り
侯
ロ
ハ
右
之
含
ヲ
以
惜
々
手
堅
ク
取
引
可
致
事
」

　
と
、
規
定
し
、
従
来
止
む
を
得
ず
融
資
し
て
来
た
「
無
拠
取
替
金
」
は
今
後
は
担
保
物
件
の
た
い
先
様
へ
は
、
　
「
融
通
相
断
」
べ

し
と
し
て
い
る
。
な
お
、
従
前
か
ら
融
通
し
て
来
た
取
引
先
と
は
出
来
る
限
り
手
堅
く
取
引
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
・
、
同
店
で
は
、
生
産
者
や
所
有
者
の
不
明
確
な
商
品
の
取
引
は
厳
禁
し
、
　
「
追
作
法
」
に
お
い
て
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
・

　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
（
二
七
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
（
二
八
○
）

　
「
渡
り
物
一
切
取
扱
致
間
敷
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

　
「
取
次
も
の
た
り
と
も
一
切
相
断
可
中
事
」

　
又
・
思
わ
く
買
い
や
投
機
的
取
引
、
諸
相
場
事
を
禁
じ
、
若
し
、
　
「
重
役
之
差
図
ヲ
背
キ
不
当
之
買
物
」
や
「
一
己
之
斗
ヲ
以
金

談
等
」
を
行
っ
た
も
の
は
「
速
か
に
退
身
可
中
附
事
」
と
厳
重
な
規
定
を
設
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

　
「
都
而
思
惑
買
も
の
一
切
不
相
成
侯
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

　
「
諸
相
場
事
、
或
ハ
是
二
類
似
之
取
引
堅
く
禁
止
之
事
」

　
「
都
而
売
買
共
近
来
獲
り
相
成
向
後
店
中
人
撰
い
た
し
取
斗
被
中
近
頃
関
東
下
向
之
も
の
重
役
之
差
図
ヲ
背
キ
不
当
之
買
物
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
ら

し
候
事
以
之
外
次
第
、
白
今
急
度
相
改
可
中
、
且
万
一
出
先
二
而
一
己
之
斗
ヲ
以
金
談
等
取
斗
い
侯
事
不
相
成
、
尤
も
出
先
に
お
い

て
不
取
締
振
舞
等
決
而
不
相
成
、
万
一
相
聞
へ
侯
に
お
い
て
は
速
か
に
退
身
可
申
附
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

　
附
り
居
店
若
者
共
二
お
い
て
も
不
取
締
等
決
而
不
相
成
万
一
相
聞
候
に
お
い
て
は
速
か
に
退
身
可
中
附
事
」

　
た
お
・
同
店
に
お
け
る
新
規
に
得
意
を
開
拓
す
る
場
合
は
、
　
「
一
逓
相
談
之
上
」
で
と
り
き
め
る
こ
と
と
極
め
て
慎
重
な
経
営
法

を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

　
「
新
得
意
売
込
之
節
ハ
一
遍
相
談
之
上
取
究
可
申
事
」

　
と
、
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

　
「
諸
色
仕
入
之
節
者
、
売
場
之
者
江
能
々
熟
談
之
上
取
斗
可
致
事
、
必
一
己
之
執
斗
無
用
之
事
」
で
あ
っ
て
、
京
都
商
人
の
特
質

と
も
い
う
べ
き
、
周
到
か
つ
手
堅
い
経
営
方
法
は
、
白
分
一
己
の
勝
手
な
判
断
に
よ
る
取
引
を
排
し
、
衆
知
を
あ
つ
め
、
熟
談
の
上

で
行
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
独
断
専
行
と
い
っ
た
商
行
為
は
厳
し
く
禁
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、



岬
川
ふ
と
ん
店
に
お
い
て
も
企
く
同
様
で
あ
っ
た
。

　
　
「
新
た
に
貸
借
致
し
候
事
不
相
成
侯
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

　
　
　
　
但
シ
身
元
憧
二
て
信
用
可
致
人
ニ
ハ
篤
と
詐
議
之
上
に
て
取
計
可
中
事
」

　
　
「
阿
二
不
寄
一
切
初
メ
ノ
取
談
二
始
終
之
損
益
善
悪
の
意
味
合
定
る
べ
し
。
一
日
之
斗
朝
二
有
、
一
年
之
斗
ひ
ハ
元
□
二
有
と
中

省
十
年
百
年
行
末
永
久
之
斗
ひ
も
初
メ
之
志
念
二
寄
所
二
而
決
定
致
ス
ベ
シ
、
危
キ
ニ
寄
テ
ハ
決
而
久
シ
カ
ラ
ズ
。
故
二
万
事
初
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

之
取
談
に
始
終
全
キ
事
を
覚
悟
致
す
べ
し
。
必
取
引
之
始
メ
行
末
ヲ
見
通
し
、
能
々
熟
談
之
上
決
定
可
致
事
肝
要
也
」

　
崎
取
引
の
成
否
、
善
悪
は
二
切
初
メ
取
談
」
に
ょ
っ
て
き
ま
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
　
「
危
キ
ニ
寄
テ
ハ
決
而
久
シ
ヵ
ラ
ズ
」
と

考
え
、
　
「
必
取
引
之
始
メ
行
末
ヲ
見
通
し
、
能
々
熟
談
之
上
決
定
可
致
事
肝
要
也
」

　
と
規
定
し
、
慎
重
な
取
引
を
行
う
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

　
柚
原
家
で
も
「
家
内
定
法
帳
」
の
第
二
条
に
お
い
て
「
店
商
売
の
儀
に
付
諾
事
相
談
の
上
、
古
来
よ
り
持
来
候
格
式
を
以
可
仕

快
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

　
八
代
商
店
の
場
合
も
全
く
同
様
で
「
定
メ
」
の
中
で

　
「
崎
内
ノ
儀
ハ
主
人
、
朋
輩
中
へ
も
相
談
致
し
差
図
ナ
キ
商
内
一
切
仕
問
敷
候
、
若
シ
自
分
了
見
ヲ
以
テ
不
痔
筋
モ
有
之
候
ハ
ハ

其
者
ノ
引
負
卜
致
サ
ス
可
ク
候
事
」

　
と
、
取
引
は
よ
く
よ
く
主
人
や
朋
輩
と
相
談
し
て
行
い
、
指
図
も
受
げ
ず
、
白
分
の
了
簡
で
行
っ
て
万
一
失
策
し
た
場
く
〕
に
は
、

本
人
の
責
任
と
し
、
借
金
に
す
る
と
し
て
お
り
、
又
、
　
「
年
米
売
来
り
候
御
得
意
方
少
々
ニ
テ
モ
相
滞
り
候
ハ
ハ
相
談
之
上
取
続
商

内
致
ス
可
ク
候
事
」

　
　
　
京
郁
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
（
二
八
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
（
二
八
二
）

　
と
・
年
来
の
取
引
先
で
あ
っ
て
も
、
些
少
な
り
と
も
売
掛
金
の
支
払
い
が
滞
っ
た
場
合
は
、
取
引
の
継
続
は
相
談
の
上
で
行
う
こ

と
を
焼
定
し
て
・
取
引
の
慎
重
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
京
都
に
お
げ
る
老
舗
商
人
の
特
質
は
以
上
述
べ
て
来
た
如
く
、

取
引
の
用
意
周
到
な
慎
重
さ
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
末
　
取
引
は
公
正
に
す
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
外
商
部
か
？
）

　
「
御
客
先
江
二
時
二
尋
合
、
尤
も
止
宿
廻
り
等
拾
番
ヲ
以
相
勤
可
中
事
。
早
朝
よ
り
出
役
昼
迄
二
帰
店
可
致
、
其
時
昼
よ
り
延
引

い
た
し
侯
得
バ
跨
も
す
れ
ぼ
悪
敷
風
儀
ヲ
乱
シ
可
中
侯
問
必
昼
後
止
宿
廻
リ
ハ
無
用
之
事
又
ハ
得
意
先
宿
屋
等
二
而
食
事
堅
不
相
成

候
箪
一

　
公
正
た
取
引
を
行
う
こ
と
は
、
店
の
信
用
を
培
う
基
で
あ
る
。
取
引
上
に
不
明
朗
な
点
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
得
意
客
先
で
或

い
は
得
意
客
の
止
宿
先
で
、
客
と
食
事
等
を
共
に
す
る
こ
と
禁
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
得
意
先
廻
り
や
、
客
の
止
宿
先

を
尋
ね
る
こ
と
は
、
朝
早
く
出
か
げ
、
昼
迄
に
は
帰
店
す
る
よ
う
に
。
心
が
げ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
昼
か
ら
先
に
延
び
る
こ
と
は

「
悪
敷
風
儀
を
乱
し
」
、
得
意
客
と
食
事
を
共
に
し
た
り
す
る
隙
が
生
じ
、
取
引
が
公
正
を
欠
く
結
果
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
・
買
先
や
売
先
と
も
余
り
懇
意
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
、
取
引
上
の
公
正
を
維
持
せ
ん
と
し
た
規
定
と
し
て
次
の
如
き
も
の
が

あ
る
。

　
　
「
買
先
売
先
と
も
余
り
懇
意
二
相
成
候
ハ
ハ
白
然
取
引
向
軽
々
敷
相
成
正
敷
引
合
不
行
届
キ
相
成
侯
問
急
度
相
心
得
可
中
侯
総
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
８
）

取
引
向
礼
儀
正
敷
誠
直
二
し
て
無
油
断
気
ヲ
附
可
申
候
事
」



　
す
な
わ
お
、
客
と
余
り
懇
意
に
な
る
と
、
白
然
に
取
引
が
軽
々
し
く
な
っ
て
厳
止
と
慎
重
さ
を
欠
く
こ
と
と
な
る
。
す
べ
て
の
取

引
は
「
礼
儀
止
し
く
、
誠
直
」
な
る
こ
と
を
旨
と
し
、
汕
断
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
訓
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
書
で

「
取
引
向
二
於
テ
或
ハ
親
類
縁
者
之
義
ヲ
以
テ
依
怖
ひ
い
き
之
取
計
決
而
致
問
敷
、
総
而
取
引
平
等
心
ヲ
以
柳
差
別
無
之
よ
ふ
急
度

　
　
　
　
　
（
２
９
）

相
心
得
可
中
事
」

　
と
、
取
引
向
に
於
て
は
、
親
類
縁
者
の
故
を
も
っ
て
依
情
ひ
い
き
な
取
図
い
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
取
引
は
公
凹
正
大
を
旨
と
し
、

平
箏
に
客
を
取
り
扱
い
差
別
の
な
い
よ
う
心
掛
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
お
よ
そ
商
業
杜
会
の
基
礎
は
信
用
で
あ
る
。
商
取
引
に
お
い
て
公
正
を
期
す
る
こ
と
は
信
用
を
得
る
根
本
で
あ
る
。
売
買
上
の
不

義
を
す
る
こ
と
は
家
業
減
亡
へ
の
道
で
あ
る
。
石
田
梅
岩
が
「
壁
員
へ
ぼ
一
升
の
水
に
油
一
滴
入
る
時
は
、
其
一
升
の
水
一
面
に
油
の

如
く
見
ゆ
。
此
を
以
、
此
水
用
に
た
た
ず
。
売
買
の
利
も
如
■
是
。
百
目
の
不
義
の
金
が
、
九
百
目
の
金
を
皆
不
義
の
金
に
す
る
々

り
。
百
目
の
不
義
の
金
を
設
増
し
、
九
百
日
の
金
を
不
義
の
金
と
た
す
に
、
汕
一
滴
に
よ
り
て
、
　
一
升
の
水
を
捨
る
如
く
に
、
子

孫
の
亡
び
往
こ
と
を
知
ら
ざ
る
者
多
し
」
と
慨
嘆
し
て
い
る
が
、
い
や
し
く
も
信
用
に
ー
反
す
る
こ
と
は
、
ど
ん
た
に
些
細
な
こ
と
で

も
っ
っ
し
ま
な
げ
れ
ぼ
な
ら
た
い
。
ま
し
て
や
取
引
上
、
公
正
を
欠
き
、
不
義
を
し
て
は
到
底
商
売
の
永
続
す
る
こ
と
を
期
し
得
な

い
。　

そ
こ
で
「
公
正
な
取
引
」
を
強
調
し
「
依
情
な
取
引
」
を
厳
し
く
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
　
会
計
は
厳
重
な
監
査
を
行
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
０
）

「
奥
帳
方
役
割
ハ
年
二
春
一
度
相
改
可
申
事
、
店
方
之
所
ハ
春
秋
両
度
相
改
可
申
事
」

　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
。
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）

二
一
　
（
二
八
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
犯
十
八
巻
・
策
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
二
八
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
１
）

　
「
渚
入
用
手
元
払
二
至
迄
一
切
書
付
取
締
役
江
差
出
シ
可
申
事
」

　
「
出
店
二
於
テ
ハ
金
銭
之
借
貸
等
一
切
不
相
成
、
万
一
内
密
之
借
貸
致
後
ｎ
口
本
家
へ
相
聞
候
時
ハ
理
非
ヲ
不
論
其
当
時
重
役
厳
重

　
　
　
　
　
　
　
（
悦
）

之
所
置
可
申
付
候
事
」

　
以
上
の
三
例
は
外
与
商
店
の
も
の
で
あ
る
が
、

　
奥
勘
定
は
春
に
二
度
、
店
勘
定
は
春
秋
の
両
度
会
計
監
査
を
行
う
こ
と
。
店
の
諾
経
費
一
切
は
書
上
げ
取
締
役
へ
差
出
す
こ
と
。

出
張
店
に
於
げ
る
金
銭
貸
借
の
厳
禁
等
々
会
計
に
つ
い
て
厳
格
な
規
定
を
設
け
、
不
正
、
不
明
な
金
銭
の
収
支
を
防
止
し
て
い
る
。

　
な
お
、
金
銭
の
受
げ
渡
し
に
、
落
度
や
過
失
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
、
売
却
先
よ
り
仕
切
金
を
授
受
す
る
場
合

に
、
他
の
者
と
入
れ
替
わ
っ
て
金
子
を
請
取
る
よ
う
に
し
、
感
違
い
等
に
よ
る
失
策
を
防
止
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
３
）

　
八
代
商
店
の
「
定
メ
」
に
は

　
「
売
先
キ
ョ
リ
仕
切
金
受
取
中
侯
節
ハ
其
ノ
人
相
対
仕
置
キ
余
人
二
入
替
リ
金
子
請
取
ラ
セ
中
候
様
二
銘
々
相
心
得
致
ス
可
ク
候
、

最
算
用
書
、
委
細
書
付
相
取
申
ス
可
ク
候
事
。
」

　
と
あ
り
、
算
用
書
、
委
細
書
付
を
取
っ
て
、
金
銭
の
受
取
を
明
か
に
す
る
こ
と
と
、
受
取
る
時
に
あ
や
ま
ち
の
な
い
よ
う
に
拷
め

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
４
）

　
柏
原
家
の
場
八
ｎ
は
「
条
目
」
に
「
金
銀
出
人
勘
定
毎
月
朔
日
、
十
六
日
立
会
相
改
メ
吟
味
可
致
箏
」
と
規
定
し
、
毎
月
一
□
勘
定

の
十
六
日
監
査
で
月
々
の
金
銀
の
出
入
を
吟
味
調
査
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

支
払
い
は
正
月
七
日
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
、
九
月
七
日
の
年
五
度
の
勘
定
で
行
う
こ
と
を
規
定
し
、
支
払
に
際

し
て
は
、
　
「
判
形
帳
と
買
物
帳
表
渡
シ
ニ
五
節
句
帳
面
引
合
合
判
可
致
事
」
と
し
て
そ
の
厳
正
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
外
、



帳
面
の
管
双
に
は
、
娯
謬
を
防
ぐ
た
め
「
帳
合
董
削
々
よ
り
致
来
り
候
通
、
先
輩
の
者
へ
聞
合
、
見
八
ｎ
帳
面
文
配
可
致
條
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
）

儘
の
了
簡
を
以
取
斗
候
事
堅
焦
用
」
と
定
め
、
ｎ
分
勝
手
な
一
」
簡
で
も
っ
て
処
理
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
止
し
て
い
る
。

　
　
（
１
）
（
２
）
（
４
）
（
７
）
　
中
山
人
形
店
所
蔵
「
商
人
ノ
教
則
」

　
　
（
３
）
（
２
２
）
（
２
４
）
　
西
川
ふ
と
ん
店
所
蔵
「
捷
」
　
（
明
治
一
八
年
三
月
制
定
）

　
　
（
５
）
（
８
）
（
９
）
（
２
６
）
（
３
３
）
　
八
代
商
店
所
蔵
「
定
メ
」
　
（
宝
暦
八
年
三
月
制
定
）

　
　
（
６
）
（
１
０
）
（
ｕ
）
（
１
２
）
（
１
４
）
（
２
５
）
　
杣
原
家
所
蔵
「
家
内
定
法
帳
」
　
（
享
保
二
一
年
正
月
捌
定
）

　
　
（
１
３
）
（
２
２
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
作
法
記
」
　
（
明
治
一
一
年
制
定
）

　
　
（
３
４
）
（
３
５
）
（
１
５
）
　
杣
原
商
店
所
蔵
「
条
目
」
　
（
宝
暦
五
年
制
定
）

　
　
（
１
６
）
（
３
０
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
厳
改
正
」

　
（
１
７
）
（
１
８
）
（
１
９
）
（
２
０
）
（
２
４
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
追
作
法
」
　
（
明
治
元
年
六
月
制
定
）

　
（
２
１
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
規
則
書
」
　
（
明
治
一
三
年
五
月
制
定
）

　
（
２
７
）
（
２
８
）
（
２
９
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
心
得
書
」
　
（
明
治
初
年
制
定
）

　
（
３
１
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
規
則
書
」
　
（
明
治
五
年
二
月
制
定
）

　
（
３
２
）
同
店
同
「
追
徒
目
」
（
明
治
十
三
年
五
月
制
定
）

物
心
体
我

第
四
　
家
業
第
一
主
義
の
経
営

　
家
業
第
一
の
原
則
は
、
人
よ
り
も
家
、
主
人
よ
り
も
店
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
家
は
祖
先
よ
り
子
孫
へ
代
々
伝
え
ら
れ
る
一
種
の
法
人

格
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
企
業
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
家
そ
の
も
の
は
、
当
主
の
み
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
企
業
体
の
構
成
員
の
す
べ
て
が
、
先
祖
か
ら
預
っ
て
、
っ
ぎ
の
代
へ
伝
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
構
成
員
は
す
べ
て
そ
の

家
の
繁
昌
に
よ
っ
て
の
み
恩
恵
を
う
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
（
二
八
五
）



　
　
　
立
命
館
緑
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
（
二
八
六
）

　
し
か
し
て
、
か
か
る
家
の
経
済
に
お
げ
る
収
入
の
源
泉
が
、
家
業
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
故
、
家
業
第
一
主
義

で
、
徹
底
し
て
こ
れ
に
精
励
す
る
こ
と
は
、
当
主
を
は
じ
め
、
家
の
構
成
員
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
は
絶
対
的
で
あ
り
、
至
上
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

令
で
あ
っ
た
。
心
学
者
石
田
梅
岩
は
、
　
「
我
が
家
の
業
を
習
ふ
は
人
の
常
な
り
－
…
…
家
業
の
こ
と
を
不
・
知
し
て
何
を
以
っ
て
商
売

取
り
つ
ぎ
家
を
立
つ
べ
き
」
と
述
べ
、
　
「
汝
今
安
楽
に
暮
す
は
、
家
業
の
影
に
。
あ
ら
ず
や
」
　
「
職
分
を
知
ら
ざ
る
も
の
は
禽
獣
に
も

劣
れ
り
。
…
…
商
人
土
て
も
、
我
が
職
分
を
知
ら
ず
ぼ
、
先
祖
よ
り
譲
ら
れ
し
家
を
亡
ぽ
す
に
近
か
か
る
べ
し
」
と
家
業
に
，
精
励
す

べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
又
、
同
じ
く
心
学
者
手
島
堵
庵
は
、
彼
の
定
め
た
「
会
友
大
旨
」
に
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
家
業
は
農
工
商
と
も
我
が
物
好
き
に
、
て
其
の
家
へ
生
れ
し
に
あ
ら
ず
。
不
思
議
に
し
て
う
げ
得
た
る
家
業
な
れ
ば
こ
れ
天
命
也
。

然
れ
ぼ
我
が
家
業
を
少
し
も
麓
略
に
し
ぬ
れ
ぼ
則
ち
天
命
に
背
き
て
大
罪
也
。
恐
れ
っ
っ
し
む
べ
き
大
事
也
。
惣
じ
て
家
業
を
怠
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
己
）
　
　
　
　
（
疎
）

ぼ
渡
世
乏
し
く
、
父
母
の
家
安
か
ら
ざ
る
の
第
一
な
り
。
さ
れ
ば
お
の
れ
家
業
う
と
げ
れ
ぼ
、
其
本
心
安
か
ら
ず
。
」

　
と
、
す
な
わ
ち
家
業
家
職
は
天
命
で
あ
り
、
こ
れ
を
少
し
で
も
怠
る
こ
と
は
天
命
に
背
く
大
罪
を
犯
す
こ
と
に
た
り
、
家
を
亡
ぼ

す
も
と
に
な
り
、
不
孝
の
至
極
で
あ
る
と
し
た
。

　
「
家
業
は
先
祖
の
家
業
、
父
母
の
重
ん
じ
給
ふ
大
事
に
し
て
、
其
の
上
父
母
の
心
に
、
子
が
家
業
に
無
精
な
れ
ぼ
売
買
と
も
に
得

意
方
に
見
離
さ
れ
、
先
祖
の
家
業
を
減
す
の
み
な
ら
ず
、
子
孫
も
流
浪
す
べ
し
と
深
く
傷
み
給
ふ
事
」

　
と
、
一
家
の
主
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
の
構
成
員
す
べ
て
の
も
の
が
打
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
家
業
に
精
勤
す
べ
き
で
あ
る
と

し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
１
彼
の
書
い
た
「
商
人
一
枚
起
請
文
」
に
も
「
さ
れ
ぼ
た
だ
家
相
続
の
た
め
に
は
実
義
を
第
一
と
し
て
勤
む

る
よ
り
子
細
候
は
ず
」

　
と
、
又
、
西
鶴
も
「
商
売
に
汕
断
な
く
」
と
述
べ
、
家
業
永
継
の
た
め
に
ー
は
家
業
に
精
勤
で
あ
る
事
が
第
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。



　
阿
じ
く
心
学
者
脇
坂
義
常
は
、
勤
労
が
貧
富
を
わ
か
つ
根
本
で
あ
る
と
し
て
、
福
労
の
説
を
と
な
、
”
ん
て
い
る
。

　
「
Ｈ
夜
を
べ
幻
動
き
う
ご
き
て
、
我
が
大
よ
り
受
げ
し
職
業
を
大
切
と
な
す
。
是
則
ち
我
が
福
の
神
の
真
実
真
体
也
。
故
に
、

右
の
工
は
・
お
ご
る
心
や
、
穫
の
心
を
、
打
ち
た
た
き
直
す
の
槌
な
れ
ば
、
万
の
宝
の
打
ち
出
づ
る
膏
。
又
左
の
手
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
袋
）

福
は
乏
膏
と
、
我
が
業
躰
を
勤
め
、
苦
労
さ
へ
す
れ
ぼ
、
其
の
労
こ
そ
福
は
あ
り
と
、
福
労
を
し
か
と
暫
、
寛
仁
大
度
に
、

善
悪
邪
正
生
死
吉
凶
と
も
入
れ
て
－
・
－
－
左
右
の
手
を
あ
そ
ぼ
さ
ず
、
腰
を
か
が
め
て
礼
譲
を
な
し
、
道
は
近
き
に
あ
り
と
、
｛
４

大
切
に
汕
断
な
く
－
－
－
慎
む
時
は
、
巨
福
禄
の
篤
・
と
し
て
、
我
が
あ
し
も
と
に
有
る
事
を
人
に
さ
と
し
、
色
黒
き
は
青
形

に
か
か
は
ら
ず
・
真
黒
に
な
り
て
、
我
が
道
々
を
は
げ
め
よ
と
さ
と
し
…
…
－
か
り
に
も
遊
ぼ
ず
動
き
う
ご
き
て
、
と
ど
ま
ら
ぬ
が
、

是
こ
そ
福
神
の
真
体
な
り
、

　
長
寿
と
福
を
願
は
ぼ
は
た
ら
け
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
　
　
な
が
る
る
水
の
く
さ
ら
ぬ
を
み
よ
。

　
と
、
勤
労
を
す
す
め
、
家
業
精
励
を
説
い
て
い
る
。

　
さ
て
・
老
舗
の
店
則
に
は
、
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
程
、
家
業
第
一
主
義
に
徹
し
、
家
業
に
精
励
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
　
（
１
）
　
竹
中
靖
一
著
「
石
門
心
学
の
経
済
思
想
」
三
九
三
－
四
頁
参
考

　
　
（
２
）
　
同
前
掲
書
　
六
三
一
頁

早
起
き
と
店
舗
の
清
掃

「
稼
ぐ
に
追
っ
く
貧
乏
な
し
」
と
か
「
早
起
き
三
文
の
得
」
と
い
っ
た
諺
の
あ
る
よ
う
に
、
商
売
に
汕
断
な
く
精
勤
に
家
業
に
・
従

　
　
京
都
商
人
の
商
淫
つ
い
て
〇
一
足
立
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
二
八
七
一



　
　
　
　
立
命
飾
経
済
学
（
第
十
八
巻
．
笏
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
（
二
八
八
）

事
す
る
べ
く
規
定
し
な
い
店
則
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
中
で
も
、
早
起
き
と
店
舖
の
清
杵
を
規
定
し
た
も
の
に
次
の
如
き

も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
中
山
人
形
店
の
「
商
人
ノ
教
刈
」
の
場
合
、

　
「
侮
朝
早
ク
店
ヲ
開
キ
店
ヲ
酒
掃
シ
、
商
品
ヲ
整
列
シ
買
客
ノ
来
訪
二
差
支
ナ
キ
様
ニ
ス
ベ
シ
、
他
店
二
先
ン
ヂ
テ
店
ヲ
閉
ク
ハ

〔
家
ノ
勉
強
ヲ
表
ハ
シ
、
顧
客
ノ
信
用
ヲ
得
ル
一
手
段
ナ
リ
。
」
（
猪
三
条
）

　
「
店
前
ノ
掃
除
ハ
常
二
怠
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
店
前
ノ
掃
除
能
ク
行
届
キ
、
往
来
二
便
ナ
レ
バ
、
行
人
ハ
必
ズ
其
店
前
ヲ
歩
ム
ベ
シ
・

是
レ
顧
客
ヲ
誘
フ
ノ
一
丁
段
ニ
シ
テ
、
向
家
ノ
勉
独
二
感
ゼ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
。
買
客
ハ
総
テ
勉
独
ナ
ル
賄
店
ニ
テ
物
ヲ
求
ム
ル

ヲ
好
ム
ナ
リ
。
」
（
箪
四
条
）

　
と
、
早
起
き
と
店
の
掃
除
に
励
む
こ
と
が
、
得
意
の
信
用
を
得
る
手
段
で
あ
り
、
顧
客
誘
致
の
手
段
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
外
与
商
店
の
「
改
正
規
則
書
」
の
場
合
、

　
「
朝
早
ク
起
キ
其
目
其
目
ノ
商
法
上
銘
々
相
考
可
中
候
、
朝
寝
致
シ
候
節
ハ
諦
事
二
前
後
シ
、
且
ハ
衛
生
上
ニ
モ
基
不
竹
候
二
付
、

左
之
通
起
揃
可
申
候

　
　
十
一
月
一
日
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ケ
月
　
　
　
　
七
時

　
　
一
一
月
中

　
　
三
月
一
日
よ
り

　
　
四
月
中
　
　
　
　
ニ
ケ
月
　
　
　
六
時

　
　
五
月
一
日
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ケ
月
　
　
　
　
五
時

　
　
七
月
中



　
　
八
月
一
□
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
六
時

　
　
十
・
月
ー

　
　
　
　
メ

右
之
通
り
」

と
一
早
起
の
徳
と
朝
痕
の
苫
を
説
き
、
一
年
中
の
起
床
時
問
を
規
定
し
て
い
る
。

又
・
轟
裂
の
場
合
も
・
鵠
出
勤
を
次
の
如
く
視
モ
、
朝
飯
は
店
出
勤
の
上
、
店
。
只
と
一
胆
祭
す
る
こ
と
に
し
て
い

る
、

「
地
宅
ノ
者
一
・
－
－
・
蒜
私
宅
一
於
テ
朝
飯
不
相
成
必
ズ
店
へ
出
勤
誓
撃
可
穫

　
但
シ
飯
台
上
り
候
迄
二
出
勤
可
致
候
事

若
又
無
拠
事
故
巣
曙
勤
難
相
僕
節
一
濡
詐
細
相
認
メ
郵
便
又
一
便
ヲ
以
相
断
可
申
浪
箏
一

　
虎
尾
里
州
川
家
の
場
合
も
「
淀
書
写
」
の
第
一
条
に

　
　
　
　
（
午
前
六
凸

　
「
一
毎
朝
六
ツ
時
表
店
筋
、
掃
除
等
之
事
」

　
と
、
朝
起
と
早
朝
勤
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

家
走
精
励
す
る
か
・
否
か
の
一
っ
の
バ
・
メ
ー
タ
ー
的
宅
の
と
し
て
、
理
鏡
箒
叢
山
一
、
撃
持
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
　
家
茉
に
熱
心
で
あ
る
こ
と

家
茉
に
熟
心
で
あ
る
こ
と
、
仕
箏
熱
心
で
あ
る

　
　
京
郁
陥
人
の
商
、
塊
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）

こ
と
は
・
家
莱
の
永
続
と
発
展
に
と
っ
て
は
必
匁
の
条
作
で
あ
る
。
殊
に
土
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
（
二
八
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
竿
八
巻
．
欝
号
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一
二
九
〇
一

は
じ
め
、
支
胴
役
等
重
要
な
役
職
に
あ
る
も
の
は
猶
更
で
あ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
中
山
人
形
店
の
「
商
人
ノ
教
則
」
に
は
、

　
（
主
人
ハ
）

　
　
一
可
成
一
在
宅
シ
テ
店
ヲ
空
ケ
ザ
ル
様
一
シ
日
常
一
用
意
ヲ
勉
メ
帰
ル
ベ
シ
・
夫
ノ
不
在
一
何
時
ト
ナ
ク
裟
ノ
基
ナ
ル
ベ
シ
・

又
店
蜘
ニ
テ
無
事
二
座
ス
ル
一
不
勉
強
ヲ
表
一
ス
モ
ノ
ナ
ー
、
行
人
一
仮
令
注
意
セ
ザ
ル
弗
ア
ル
モ
近
隣
ノ
人
一
常
一
一
吾
様
子
ヲ
窺

ヒ
其
心
術
起
盾
ヲ
測
量
シ
厨
ル
モ
ノ
ト
知
ル
ベ
シ
」
（
箪
四
条
）

　
　
「
閑
暇
ノ
時
二
一
空
シ
ク
座
シ
テ
責
気
ノ
体
ヲ
示
サ
ソ
ヨ
リ
一
ム
シ
』
一
一
目
吟
味
ヲ
遂
テ
置
キ
タ
ル
瞭
ヲ
取
リ
出
シ
一
ア

其
分
量
ヲ
再
改
シ
、
其
寸
法
ヲ
再
検
ス
ベ
シ
」
（
節
五
条
）

　
　
「
白
家
ノ
炉
辺
ニ
テ
暮
夜
ヲ
過
ス
ベ
シ
、
酒
屋
・
遊
戯
場
一
出
入
シ
、
愚
ナ
ル
交
際
ヲ
ナ
ス
一
仮
重
レ
ガ
為
一
悪
債
ヲ
負
：

至
ラ
ザ
ル
ト
モ
世
問
ノ
信
用
ハ
必
ス
衰
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
知
ル
ベ
シ
」
（
第
七
条
）

　
と
規
定
し
て
い
る
。

第
四
条
、
第
五
条
で
は
、
豪
の
主
人
た
る
も
の
は
出
来
る
だ
げ
店
柔
げ
て
卯
等
に
し
な
い
こ
と
・
店
頭
で
は
閑
暇
だ
か
ら
と

い
っ
て
不
景
気
な
顔
付
き
で
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
い
な
い
で
、
商
品
の
吟
味
や
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
・

第
七
条
は
、
日
－
暮
か
ら
夜
の
暮
し
方
を
規
定
し
た
も
の
で
、
酒
食
の
外
出
や
、
夜
遊
び
の
外
出
を
禁
じ
・
愚
か
し
い
交
際
は
信
用
を

失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
慎
し
む
べ
し
と
し
、
「
白
家
の
炉
辺
一
に
暮
夜
を
暮
す
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
袈
し
て
い
る
・
こ
れ
等
竿

人
た
る
べ
き
も
の
の
日
常
の
暮
し
方
の
注
意
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
店
員
に
つ
い
て
も
、
外
与
商
店
の
「
改
正
規
則
書
」

「
新
聞
読
書
一
気
象
発
達
之
基
ナ
レ
バ
肝
要
ト
相
心
掛
可
中
侯
一
と
新
聞
・
読
婁
す
す
め
て
は
い
る
が
「
乍
去
朝
起
揃
迄
か
又



は
午
後
一
限
ル
・
朝
飯
後
正
午
迄
－
来
客
之
節
一
午
後
タ
ー
共
不
相
僕
事
一
と
閲
覧
の
時
問
や
機
会
を
制
限
し
、
勤
務
に
精
励
す

べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
夜
勤
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

「
袈
暮
方
吉
一
統
打
寄
り
当
座
帳
相
詠
－
メ
島
含
直
撃
無
之
驚
ト
検
査
可
致
侯
事
、
次
二
日
、
来
翰
．
電
信
無
滞

一
見
致
シ
・
売
買
進
退
篤
－
相
考
、
白
然
思
一
立
候
儀
有
之
候
節
ハ
上
下
之
無
別
重
役
相
談
可
致
侯
事
一

と
・
夜
詰
の
あ
り
方
を
規
定
し
・
そ
の
日
の
帳
簿
に
お
げ
る
売
買
の
点
検
、
書
翰
通
信
の
点
検
、
売
買
上
の
問
題
等
に
一
い
て
勉

強
し
、
相
談
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

又
・
同
店
の
「
改
正
作
法
記
一
に
は
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
　
「
遊
行
向
・
重
役
藁
一
到
ル
ま
で
禁
ズ
。
子
供
下
男
茂
是
迄
之
通
り
。
一

と
し
て
・
上
は
重
役
か
ら
・
下
は
子
供
一
丁
稚
一
下
労
に
至
る
ま
で
遊
び
に
外
出
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
同
店
の
「
規
則
書
」
に
は

　
　
「
碁
象
戯
禁
止
之
外
不
相
成
候
事
」

　
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
更
に
、
同
店
の
「
心
得
書
」
に
は
、

「
世
評
風
説
何
一
不
寄
人
を
そ
し
－
人
之
非
義
多
－
仲
事
中
参
－
候
共
必
一
応
之
讐
信
ず
べ
か
ら
ず
、
合
恐
べ
し
、
何
事
も

於
怜
於
粂
乃
外
事
ハ
若
聞
共
無
益
之
事
な
れ
ハ
聞
流
し
二
可
致
事
」

と
あ
り
・
「
何
事
墓
治
家
業
一
の
外
の
事
は
、
聞
い
て
も
無
益
の
事
で
あ
る
か
ら
、
ど
ん
な
世
嵐
説
を
聞
い
て
も
聞
流
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
（
二
九
一
）

　
　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
策
四
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
（
二
九
二
）

す
る
こ
と
、
そ
し
て
専
心
家
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
規
定
し
、
家
業
熱
心
を
強
く
要
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
柏
原
商
店
の
場
合
は
「
店
定
法
示
合
心
得
書
」
に
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
　
一
、
昼
夜
に
隈
ら
ず
、
見
世
を
明
げ
ざ
る
事

　
　
一
、
職
務
中
、
二
階
を
土
蔵
内
な
ど
に
て
本
を
読
そ
し
く
は
煙
蓼
喜
こ
と
無
用
の
事

　
　
一
、
囲
棋
、
象
棋
等
も
神
祭
祝
日
其
他
休
日
の
外
制
禁
の
事

　
　
一
、
神
仏
躍
参
詣
、
其
外
、
芝
居
相
撲
等
す
べ
て
の
興
行
物
見
物
は
支
配
の
許
し
を
得
べ
き
事

こ
れ
等
は
い
ず
れ
吉
常
の
生
活
態
度
を
規
制
し
、
家
業
に
精
勤
で
あ
る
べ
し
と
、
諭
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
ｏ
）

　
西
川
ふ
と
ん
店
の
「
規
定
之
事
」
の
規
定
に
は
、

　
　
「
家
内
睦
問
敷
同
店
親
し
く
致
し
家
業
専
ら
相
励
み
、
惣
て
物
買
衆
一
対
シ
少
シ
之
買
物
タ
ー
と
も
丁
寧
一
取
扱
行
籍
慎
ミ
手

透
二
て
も
、
店
あ
け
申
問
敷
侯
事
」

　
と
し
て
、
家
業
に
専
念
し
、
日
常
勤
務
に
精
勤
た
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

一
方
店
員
の
素
行
に
っ
い
て
「
姦
び
一
を
ぎ
び
し
く
禁
じ
て
い
る
。
外
与
商
店
の
「
心
得
蟄
に
ょ
れ
ば
次
の
如
く
戒
し
め
て

い
る
。

「
古
今
世
上
売
女
躰
之
者
湿
病
な
き
女
一
甚
少
シ
、
別
シ
テ
近
世
ノ
者
其
病
気
無
之
者
稀
な
る
べ
し
・
年
若
キ
者
何
の
考
差
く

売
婦
二
交
リ
侯
者
必
ず
病
気
ヲ
受
、
重
キ
一
忽
身
不
白
由
と
な
り
、
殊
一
霧
之
事
故
何
程
の
療
業
ヲ
用
ふ
る
と
も
治
す
る
事
甚
か

た
し
。
此
病
苦
二
苦
し
書
ら
れ
て
一
忠
勤
一
勿
論
、
親
二
一
第
三
不
幸
と
な
り
、
人
問
之
遣
一
不
叶
天
之
憎
ミ
給
ふ
処
一
盟

も
立
身
成
か
た
し
、
後
悔
す
る
と
壷
に
か
一
ら
ず
。
生
涯
捨
り
者
と
な
り
、
心
苦
ス
ル
事
た
と
ふ
る
に
論
な
し
・
た
と
い
病
軽
く



と
も
悪
性
之
病
故
生
涯
根
を
切
ル
事
六
ヶ
敷
、
眼
前
其
病
苦
す
る
人
数
多
ク
近
キ
有
様
ヲ
見
聞
し
て
能
、
忠
慮
す
べ
し
」

　
こ
の
外
・
諦
勝
負
事
や
博
突
等
の
悪
遊
び
を
禁
じ
、
口
常
生
活
に
お
い
て
も
家
業
精
勤
の
生
活
に
徹
す
べ
く
規
定
し
て
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

も
多
く
、
八
代
仁
商
店
の
「
定
メ
」
に
－
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
レ

　
「
博
亦
大
並
二
勝
負
事
、
渚
相
場
事
堅
ク
戒
メ
中
可
候
又
、
白
分
商
ヒ
切
一
寸
ニ
テ
モ
仕
問
敷
侯
事
」

　
と
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

　
安
田
多
七
商
店
の
「
店
規
」
に
は

　
「
旧
来
ノ
顧
客
ヲ
大
切
ト
シ
、
濫
り
二
信
用
不
明
ナ
ル
方
面
二
立
人
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
泰
」

　
「
堅
ク
本
業
ヲ
守
り
、
他
ノ
商
事
二
手
ヲ
染
サ
ル
事
」

　
と
規
定
し
、
堅
実
主
義
と
同
時
に
ー
、
家
業
に
専
念
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
他
業
に
右
顧
左
晒
し
て
迷
わ
な
い
よ
う
に
す
べ
し
と
し

て
い
る
。
保
守
的
で
は
あ
る
が
、
家
業
熱
心
の
店
則
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
老
舗
と
呼
ぼ
れ
る
商
家
の
店
則
の
中
に
は
、
主
人
も
店
員
も
一
致
し
て
家
薬
第
一
を
倉
一
一
一
暴
に
、
の
れ
ん
を
守
り
、
の

れ
ん
の
中
に
生
き
る
こ
と
が
き
び
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
（
４
）
　
中
山
人
形
店
所
蔵
「
商
人
ノ
教
則
」

　
　
（
２
）
（
５
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
改
正
規
則
書
」
　
（
明
治
十
九
年
制
定
）

　
　
（
３
）
　
虎
屋
黒
川
家
所
蔵
「
捷
書
写
」
　
（
文
化
二
年
制
定
）

　
　
（
６
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
改
正
作
法
記
」
　
（
明
治
十
六
年
捌
定
）

　
　
（
７
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
規
則
書
」
　
（
明
治
十
二
年
五
月
制
定
）

　
　
（
９
）
　
柏
原
商
店
所
蔵
「
店
定
法
示
合
心
得
書
」
　
（
明
治
十
六
年
一
月
制
定
）

　
　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
（
二
九
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
．
策
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
（
二
九
四
）

　
　
（
１
０
）
　
西
川
ふ
と
ん
店
所
蔵
「
規
定
之
事
」
　
（
明
治
二
年
制
定
）

　
　
（
８
）
（
ｎ
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
心
得
書
」
　
（
明
治
初
年
制
定
）

　
　
（
１
２
）
　
八
代
仁
商
店
所
蔵
「
定
メ
」
　
（
宝
暦
八
年
三
月
制
定
）

　
　
（
１
３
）
安
田
多
七
商
店
所
蔵
「
店
規
」
　
（
明
治
四
三
年
一
月
）

　
三
　
主
家
に
忠
誠
を
尽
す
こ
と

　
江
戸
封
建
杜
会
か
ら
明
治
時
代
に
か
げ
て
の
わ
が
国
商
家
に
お
け
る
店
則
は
あ
く
ま
で
も
、
主
家
第
一
主
義
の
忠
誠
思
想
で
貫
ぬ

か
れ
て
い
た
。

　
別
家
以
下
丁
稚
に
至
る
ま
で
、
そ
の
経
済
生
活
、
対
杜
会
的
信
用
が
主
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

一
門
一
統
が
主
家
の
永
遠
性
と
繁
栄
を
希
求
し
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
主
家
の
家
業
に
忠
誠
を
尽
す
こ
と
が
最
優
先
し
た
こ
と
は
当

然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

　
し
か
も
、
こ
の
主
家
優
先
の
忠
誠
思
想
は
店
則
の
中
に
数
多
く
盛
り
込
ま
れ
、
店
員
の
日
常
勤
務
を
厳
し
く
規
制
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
外
与
商
店
の
「
改
正
規
則
書
」

　
「
一
家
ヲ
控
工
候
者
ハ
私
宅
用
向
種
々
可
有
之
ハ
勿
論
之
事
二
侯
得
共
前
言
之
通
り
一
大
事
之
時
二
際
し
、
折
々
在
宅
ト
有
之
候

テ
ハ
今
日
之
義
務
モ
不
相
立
侯
、
第
壱
商
法
疎
く
可
相
成
道
理
、
左
ス
レ
バ
其
身
分
二
拘
リ
可
申
。
深
ク
思
慮
可
被
致
候
依
之
可
成
事

ハ
差
置
不
勤
二
不
相
成
候
様
心
得
中
べ
し
、
乍
去
格
別
之
用
向
出
来
侯
節
其
理
由
重
役
ヱ
相
答
行
致
被
申
候
、
用
弁
次
第
帰
居
可
致

侯
事
」

　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
又
同
店
「
厳
改
正
」
の
場
合
は



　
「
出
勤
衆
心
得
之
事
、
ケ
様
形
勢
二
相
成
候
而
ハ
自
宅
不
都
合
無
之
様
兼
帯
い
た
し
、
時
々
在
宅
有
之
候
而
ハ
万
事
不
行
届
、
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

候
時
ハ
自
宅
其
身
其
身
之
活
計
二
も
か
か
わ
り
可
申
道
理
、
兼
而
銘
々
承
知
之
通
実
二
此
所
何
れ
も
相
続
一
大
弗
之
場
所
猶
後
年
二

至
而
ハ
又
々
作
法
立
替
候
と
も
此
所
二
而
ハ
自
宅
之
事
ハ
差
置
、
何
分
大
切
二
相
勤
可
被
中
侯
事
。

　
　
　
但
シ
土
地
勤
メ
之
者
ハ
自
宅
江
勝
手
二
引
取
申
問
敷
急
度
手
替
リ
相
勤
メ
侯
者
江
申
入
置
、
役
場
不
都
合
無
之
様
尤
も
無
拠

　
　
義
二
無
之
候
事
ハ
成
丈
ヶ
差
置
情
々
不
勤
二
相
成
ざ
る
よ
う
相
勤
メ
之
事
、
併
な
が
ら
御
役
居
合
之
醐
ハ
申
合
せ
可
然
二
相
勤

　
　
メ
被
下
度
猶
又
国
元
よ
り
勤
メ
之
者
も
同
役
居
合
之
節
ハ
相
互
二
中
合
せ
、
目
的
等
無
之
湖
ハ
帰
国
い
た
し
可
被
成
、
し
か
し

　
　
互
二
因
脩
ノ
ミ
中
立
勝
手
二
引
取
不
中
様
相
心
得
可
申
事
、
何
分
二
も
本
家
商
業
我
が
事
と
引
受
無
他
念
万
事
情
々
尺
力
い
た

　
　
し
、
不
勘
定
等
二
相
成
不
中
様
急
度
相
心
得
可
申
。
左
も
無
之
候
而
ハ
折
角
乍
相
勤
、
其
身
其
身
行
末
相
続
二
不
相
成
前
後
勘

　
　
弁
可
有
之
候
事

　
　
　
附
リ
無
拠
義
出
来
候
節
ハ
格
別
也
」

　
こ
れ
等
は
い
ず
れ
も
、
別
宅
を
許
さ
れ
た
老
の
主
家
勤
務
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
私
宅
に
私
用
は
あ
っ
て
も
、
本
家
あ
っ
て
の
別
家
と
心
得
、
　
「
折
々
在
宅
」
し
て
い
て
は
「
今
日
之
義
務
も
不
相
立
」

と
心
得
て
私
用
は
差
置
い
て
主
家
に
出
勤
し
忠
誠
を
尽
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
千
吉
商
店
の
場
合
は
別
宅
を
中
付
け
る
時
に
主
家
に
誓
約
書
を
と
っ
て
忠
誠
を
誓
わ
し
め
て
い
る
が
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
「
本
家
用
事
向
御
聞
候
節
ハ
何
時
二
而
モ
私
用
相
止
メ
参
上
仕
相
勤
可
申
侯
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
「
旦
那
用
事
之
節
不
限
何
事
私
用
相
止
メ
参
上
仕
急
度
相
勤
可
申
侯
為
後
日
之
依
而
如
件
」

　
こ
の
よ
う
に
、
　
「
本
家
様
用
向
御
聞
侯
節
ハ
何
時
二
而
も
私
用
相
止
メ
参
上
仕
相
勤
可
中
侯
」
と
誓
約
し
、
　
「
忠
誠
怠
り
た
く
本

　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
－
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
（
二
九
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
（
二
九
六
）

家
永
久
之
守
護
た
る
身
分
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
忠
誠
心
を
強
く
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
手
代
が
別
宅
後
は
、
本
家
へ
常
に
気
を
配
っ
て
、
本
家
在
勤
者
の
勤
務
を
監

督
し
、
不
真
面
目
な
不
勤
者
の
説
諭
教
導
を
行
い
、
本
家
の
不
如
意
（
非
常
の
）
時
に
は
、
ど
ん
な
に
し
て
で
も
本
家
を
守
り
立
て
、

世
話
を
つ
く
し
て
忠
誠
を
つ
く
し
、
主
零
水
久
の
守
護
者
た
る
べ
し
と
規
定
し
て
い
る
。
老
舗
と
呼
ば
れ
て
い
る
商
家
永
続
の
秘

訣
は
か
か
る
別
家
制
度
に
よ
る
別
家
達
の
忠
誠
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
・

　
次
に
別
家
以
下
の
在
勤
者
に
対
し
て
は
、
昼
夜
を
お
か
ず
主
家
忠
誠
の
規
定
を
設
げ
、
そ
の
職
務
に
精
励
せ
し
め
た
の
は
勿
論
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
外
与
商
店
の
「
心
得
書
」
で
は

　
　
「
主
人
に
忠
儀
、
親
に
孝
行
、
上
た
る
者
を
敬
」
何
ひ
を
お
い
て
も
主
家
の
勤
め
を
優
先
せ
し
め
、
店
に
出
勤
し
て
忠
節
を
尽
す

べ
く
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
又
、
　
「
其
身
其
身
之
活
計
」
と
直
結
し
て
い
る
と
諭
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
主
家
守
護
の
た
め
に
別
家
制
度
が
設
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
げ
に
別
家
の
本
家
に
対
す
る
忠
誠
の
要
請

と
、
義
務
付
げ
は
厳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
外
与
商
店
の
「
心
得
書
」
に
は
、

　
「
手
代
別
宅
之
後
ハ
弥
々
身
持
堅
固
二
い
た
し
本
家
へ
心
を
配
り
、
若
し
心
得
違
い
た
し
、
不
勤
之
者
有
之
ハ
内
々
乎
寄
能
々
申

諭
す
べ
し
、
必
見
捨
置
べ
か
ら
ず
、
返
す
返
す
も
本
家
を
大
切
に
存
じ
、
万
一
不
如
意
之
節
ハ
如
何
様
二
茂
守
立
世
話
い
た
し
・
忠

誠
怠
り
な
く
本
家
永
久
之
守
護
た
る
身
分
忘
る
べ
か
ら
ず
」

　
「
総
而
其
掛
り
掛
り
に
片
寄
侯
事
有
べ
か
ら
ず
諸
向
共
主
人
之
手
先
同
様
二
相
心
掛
決
而
無
隔
意
、
一
味
と
相
心
得
、
店
中
子
供



二
至
迄
諸
事
無
油
断
相
心
掛
ヶ
候
様
可
申
諭
候
、
我
身
之
為
主
人
江
忠
勤
怠
ル
ベ
か
ら
ざ
る
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
シ
　
　
ミ
　
ア
ヒ

　
　
掛
り
掛
り
品
分
リ
候
ヘ
ハ
兎
角
其
ノ
役
二
か
た
寄
疑
思
味
合
侯
事
以
之
外
心
得
違
な
り
。
主
人
之
手
元
能
々
分
別
い
た
し
、
何

　
れ
の
掛
二
て
も
悉
ク
主
人
之
手
元
一
味
成
事
を
弁
江
総
而
、
為
不
為
之
儀
少
し
も
隔
意
な
く
及
相
談
、
無
益
之
疑
思
味
八
Ｈ
ひ
た
す

　
老
有
之
に
お
い
て
は
其
身
之
為
二
も
不
相
成
第
一
分
別
な
き
者
と
知
り
て
怒
る
べ
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ウ
ヤ
ウ

　
「
主
人
之
徳
ヲ
我
威
勢
と
心
得
違
す
べ
か
ら
ず
能
々
思
慮
す
べ
し
、
今
主
人
の
御
蔭
二
て
生
長
い
た
し
漸
商
内
向
之
用
二
立
候

様
二
相
成
候
を
了
簡
違
致
し
、
も
は
や
我
才
器
二
て
何
事
も
出
来
ル
様
二
相
心
得
、
主
人
之
徳
に
て
取
引
向
総
て
世
問
よ
り
相
用
ひ

候
へ
は
我
之
徳
威
勢
有
様
二
心
得
違
い
た
し
、
我
身
を
ほ
こ
り
、
色
々
気
随
之
振
舞
有
之
事
以
之
外
之
次
第
な
り
、
能
ヵ
我
身
を
返

り
見
る
べ
し

　
主
人
之
恵
な
く
、
我
一
身
に
て
如
何
致
べ
く
、
徳
も
威
勢
も
、
主
人
之
手
を
は
な
れ
て
如
何
す
べ
く
や
、
此
事
を
平
常
二
篤
と
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

考
い
た
し
、
必
私
の
心
に
ま
か
せ
忠
節
を
乱
す
べ
か
ら
ず
、
白
然
上
下
共
我
身
を
高
ぶ
る
事
、
愚
に
し
て
不
徳
な
る
基
と
知
べ
し
」

　
「
家
相
続
之
儀
ハ
守
ル
と
守
ら
ざ
る
に
有
な
り
。
必
其
家
之
作
法
仕
来
り
之
儀
ヲ
心
得
違
無
之
様
大
切
二
相
守
精
勤
致
べ
し
。
君

ヲ
忠
ふ
ハ
我
身
を
お
も
ふ
な
り
。
其
作
法
筋
目
二
随
エ
ハ
身
心
安
穏
な
る
べ
し
。
身
之
斗
ひ
ハ
勤
二
有
也
。
只
家
法
を
守
り
、
専
ら

勤
て
無
事
長
久
之
斗
ひ
不
可
怠
事
」
。

　
こ
れ
等
の
心
得
書
は
い
ず
れ
も
「
君
（
主
人
）
を
思
う
は
我
身
を
お
も
う
」
こ
と
に
な
る
こ
と
を
諭
し
、
　
主
人
に
忠
節
を
尺
す
こ

と
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
八
代
仁
家
の
「
定
メ
」
で
は

　
「
第
一
親
二
孝
、
主
人
二
忠
孝
、
下
タ
ル
人
ヲ
憐
ミ
中
ス
可
ク
事
及
バ
ズ
ナ
ガ
ラ
弧
々
慎
ミ
相
守
リ
申
ス
可
ク
候
事
、

　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
（
二
九
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
（
二
九
八
）

　
主
人
身
持
不
行
跡
之
節
有
之
侯
カ
、
又
家
法
不
正
之
事
有
之
侯
ハ
ハ
何
事
二
寄
ラ
ズ
異
見
申
ス
ベ
キ
事
有
ル
之
時
ハ
惣
様
同
心
ノ

上
申
シ
出
ツ
可
ク
、
承
引
之
レ
ナ
ク
候
ハ
ハ
一
門
中
ヘ
モ
申
達
シ
、
幾
度
モ
幾
度
モ
神
妙
二
申
遂
グ
ベ
ク
侯
。
万
一
大
井
ナ
ル
不
埼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ル
カ
セ

ヲ
申
シ
、
異
見
ヲ
用
ヒ
中
サ
ズ
侯
ハ
ハ
親
類
中
打
寄
相
談
之
上
、
品
悪
敷
二
於
テ
ハ
屹
度
押
込
侯
程
ニ
モ
及
ブ
可
ク
侯
。
此
儀
猶
予

二
致
シ
侯
事
却
テ
不
忠
ノ
至
リ
ト
存
ジ
侯
。
何
分
家
相
続
致
シ
候
様
二
斗
ヒ
申
ス
ベ
ク
候
事
」

　
と
、
主
人
へ
の
忠
節
と
、
そ
の
忠
節
の
あ
り
方
を
規
定
し
、
主
人
不
行
跡
の
場
合
は
、
　
「
幾
度
モ
幾
度
モ
神
妙
二
」
謹
言
し
、
そ

れ
で
も
聞
入
れ
な
い
場
合
は
主
家
の
家
業
継
承
を
最
優
先
せ
し
め
、
主
人
を
「
押
込
」
め
る
べ
き
で
、
若
し
こ
れ
を
ゆ
る
か
せ
に
す

る
こ
と
は
却
っ
て
不
忠
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
主
家
の
家
業
相
続
が
第
一
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
に
最
優
先
し
、
主
人
よ
り
も
、
主
家
の
店
の
維
持
・
発
展

が
尊
重
さ
れ
た
例
は
、
他
に
も
数
多
く
見
受
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
す
な
わ
ち
、
千
治
家
の
場
合
で
は
、
　
「
家
定
」
に

　
「
諸
事
老
分
手
代
弁
当
役
支
配
人
相
談
之
上
相
定
侯
義
支
配
人
よ
り
申
出
侯
義
主
人
始
家
内
不
残
違
背
有
問
敷
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
と
あ
り
、
更
に
家
法
に
関
す
る
「
一
札
」
に

　
「
一
巻
家
法
之
儀
先
代
よ
り
調
印
在
之
侯
処
二
代
印
形
無
之
此
度
相
改
調
印
急
度
相
守
可
申
候
、
若
心
得
違
之
儀
在
之
侯
者
別
家

並
に
在
勤
手
代
中
よ
り
無
遠
慮
心
付
頼
入
侯
、
其
上
不
相
用
侯
義
御
座
侯
ハ
バ
相
談
之
上
如
何
共
二
取
計
ひ
可
被
成
侯
急
度
違
背
申

問
敷
侯
」

　
と
あ
っ
て

　
「
手
代
共
申
合
意
見
を
加
へ
可
申
侯
、
其
茂
不
相
用
致
我
儘
家
不
相
続
之
品
二
相
見
へ
侯
ハ
バ
一
家
並
別
家
中
両
見
世
手
代
打
寄



相
談
之
上
為
致
隠
居
名
後
見
立
家
督
譲
リ
替
可
中
候
」

　
と
、
主
人
不
行
跡
の
場
合
は
、
こ
れ
を
主
人
の
座
か
ら
追
放
し
、
幾
久
し
く
主
家
の
永
続
を
希
求
し
、
主
家
の
存
続
発
展
が
す
べ

て
の
も
の
に
．
優
先
す
る
、
主
家
第
一
主
義
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
柚
原
家
の
場
合
も
全
く
同
様
で
、
「
死
後
申
置
一
札
之
事
」
の
中
で
「
…
…
万
々
一
拙
者
及
死
後
家
督
相
続
之
儀
一
統
相
談
有
之
候

ハ
バ
伜
弥
三
郎
江
御
代
々
御
申
置
之
趣
東
西
別
宅
老
分
立
会
之
上
得
と
申
聞
セ
本
人
ハ
勿
論
、
東
西
支
配
人
並
別
家
中
承
知
之
上
致

相
続
様
頼
入
候
尤
家
督
譲
渡
し
候
後
末
々
我
儘
法
外
之
事
有
之
候
節
ハ
得
と
意
見
ヲ
加
へ
其
上
に
も
不
聞
入
不
埼
有
之
侯
ハ
バ
諾
親

類
巾
二
差
構
等
無
之
問
此
遺
言
書
ヲ
以
、
御
町
内
御
年
寄
様
江
相
頼
、
御
先
祖
様
よ
里
被
伝
置
候
通
、
家
名
取
上
ケ
、
何
連
か
ら
成

共
見
立
候
上
二
而
永
久
家
名
相
続
有
之
様
頼
入
候
為
後
証
之
遺
言
依
而
如
件
」

　
と
あ
り
、
相
続
の
認
承
権
と
、
相
続
人
が
不
将
法
外
の
不
行
跡
を
働
き
不
相
続
者
で
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
追
放
な
ら
び
に
、

相
続
者
擁
立
の
権
限
が
、
支
陀
人
及
び
別
宅
一
統
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
も
主
家
第
一
主
義
と
、
そ
れ
へ
の
忠
誠
思
想
が
一

貫
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
外
与
商
店
の
「
追
作
法
」
は
、
次
の
如
く
述
べ
て
、
こ
ん
こ
ん
と
店
員
の
忠
誠
を
尺
し
、
主
家
を
守
る
べ
く
　
そ
れ
が
ひ
い
て
は

親
に
は
孝
、
己
に
と
っ
て
は
出
世
、
安
穏
へ
の
唯
一
の
道
で
あ
る
と
説
き
さ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
家
繁
昌
之
道
ハ
第
一
家
内
惣
中
之
忠
勤
よ
り
出
ル
所
な
り
依
之
支
配
出
勤
ハ
不
及
申
、
若
者
男
子
供
至
ル
迄
一
統
和
熟
ヲ
本
と

し
て
、
重
役
よ
り
忠
勤
ヲ
は
げ
ま
し
、
丹
誠
ヲ
尽
さ
せ
売
買
二
実
意
ヲ
以
テ
万
事
銘
々
取
斗
い
た
し
可
申
、
尤
も
重
役
之
所
ハ
尚
更

和
合
ヲ
基
と
し
て
、
無
服
蔵
、
時
二
打
寄
相
談
い
た
し
可
中
、
下
方
江
中
附
ヶ
侯
向
二
出
入
方
等
二
至
迄
人
気
折
合
、
家
相
続
二
不

為
筋
在
之
様
相
心
得
候
様
異
見
も
時
二
申
諭
シ
可
申
事
、
一
人
二
而
も
勤
メ
方
心
得
悪
敷
も
の
ハ
惣
中
之
悪
キ
手
本
ト
相
成
、
一
人

　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
ー
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
（
二
九
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
（
三
〇
〇
）

が
二
人
ま
た
二
人
が
三
人
之
心
得
違
と
相
成
侯
道
理
二
而
少
し
も
難
捨
置
侯
問
敷
急
度
其
最
寄
役
之
者
又
ハ
重
役
ハ
不
及
申
下
二
一
二

役
柄
之
者
二
而
も
実
意
之
心
よ
り
相
通
じ
合
、
悪
道
之
方
江
趣
キ
不
中
侯
様
た
め
な
を
さ
せ
可
中
、
万
一
相
用
ヒ
不
申
時
ハ
早
速
二

暇
遣
シ
可
申
事
、
返
ス
返
ス
も
正
直
ニ
シ
、
誠
勤
可
致
、
兎
角
ハ
余
念
ヲ
と
ど
め
、
家
法
ヲ
大
切
二
相
守
リ
、
商
ひ
之
道
二
打
入
勤

功
ヲ
貫
キ
侯
時
ハ
忠
心
之
誠
よ
り
天
之
冥
慮
二
相
叶
可
申
事
、
左
候
時
ハ
父
母
江
孝
道
も
相
立
、
た
と
ひ
両
親
無
之
者
た
り
と
も
御

冥
見
ヲ
恐
れ
、
両
親
ま
し
ま
す
お
も
ひ
よ
り
、
正
路
二
勤
メ
可
中
、
奉
公
ハ
其
身
の
行
末
ま
で
安
穏
二
通
ひ
終
行
二
侯
得
バ
一
廉
勤

功
無
之
而
ハ
何
を
以
生
涯
全
か
ら
ざ
る
道
理
能
々
相
心
得
可
申
事
」

　
と
規
定
し
て
い
る
が
実
に
奉
公
し
て
い
る
店
員
に
と
っ
て
は
申
分
の
な
い
立
派
な
教
訓
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
１
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
改
正
規
則
書
」
明
治
十
九
年
制
定

　
（
２
）
　
同
　
　
前
「
厳
改
正
」
　
（
明
治
五
年
制
定
）

　
（
３
）
　
千
吉
商
店
所
蔵
「
永
代
置
証
文
事
一
札
」
　
（
安
政
六
年
二
月
）

　
（
４
）
　
同
　
　
前
「
一
札
」
　
（
宝
暦
六
年
九
月
）

　
（
５
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
心
得
書
」
　
（
明
治
初
年
制
定
）

　
（
６
）
　
八
代
仁
商
店
所
蔵
「
定
メ
」
　
（
宝
暦
八
年
三
月
制
定
）

　
（
７
）
　
千
治
商
店
所
蔵
「
家
定
」
　
（
延
享
二
年
正
月
制
定
）

　
（
８
）
　
同
　
　
前
「
一
札
」
　
（
文
化
三
年
）

　
（
９
）
　
柏
原
家
所
蔵
「
死
後
申
置
一
札
之
事
」
　
（
文
政
三
年
五
月
）

　
（
１
０
）
　
外
与
商
店
所
蔵
「
追
作
法
」
　
（
明
治
元
年
制
定
）

四
　
職
分
を
遵
守
遂
行
す
る
こ
と

老
舗
の
家
業
の
永
続
と
発
展
に
は
、
そ
の
家
業
に
従
事
す
る
主
人
以
下
丁
稚
奉
公
人
に
至
る
す
べ
て
の
も
の
が
協
力
一
致
し
、

●

そ



れ
ぞ
れ
の
も
の
が
お
の
お
の
そ
の
職
分
を
守
り
、
そ
の
職
責
を
全
う
す
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
で
あ
る
。
各
白
が
そ
の
任
務
の
遂
行

に
全
力
を
あ
げ
る
こ
と
を
期
待
し
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
た
し
、
店
則
に
そ
の
規
定
が
強
く
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
も
療
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
虎
屋
黒
川
商
店
に
お
け
る
「
淀
書
写
」
に
、

　
「
男
女
共
暫
時
二
而
も
断
不
中
他
出
無
用
也
無
拠
用
向
候
者
其
趣
相
届
げ
支
配
人
之
差
図
可
相
待
事
」

　
と
、
ち
ょ
っ
と
の
問
で
も
白
分
の
持
場
を
離
れ
る
こ
と
を
厳
禁
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
外
出
し
た
り
、
職
場
を
は
な
れ
る
場
令

は
、
支
配
人
の
許
可
を
受
げ
る
こ
と
と
規
定
し
て
、
無
断
で
持
場
を
は
た
れ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

　
「
但
他
行
侯
者
夜
分
者
四
ツ
時
ま
へ
迄
に
帰
る
へ
し
、
若
遅
参
侯
者
、
宿
所
よ
り
人
を
以
断
可
申
越
侯
也
」

　
と
、
帰
宅
の
時
問
の
制
限
、
遅
参
の
場
合
の
処
置
（
宿
所
よ
り
遅
参
の
報
告
義
務
）
ま
で
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
外
与
商
店
の
「
改
正
規
則
書
」
に
は

　
「
第
壱
勉
励
ト
節
倹
ヲ
両
輸
二
保
存
シ
…
－
…
店
中
子
供
二
至
ル
迄
諸
事
無
汕
断
飽
迄
奪
発
可
致
候
相
心
得
可
中
候
事
」

　
と
、
職
務
に
精
励
す
べ
し
と
規
定
し
、
夜
の
勤
務
と
し
て
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
「
毎
夜
暮
方
よ
り
一
統
打
寄
、
当
座
帳
相
詠
■
若
帳
含
直
違
等
無
之
哉
篤
ト
検
査
可
致
候
事
。
次
に
日
々
来
翰
電
信
無
沸
一
見
致

し
売
買
進
退
篤
と
相
考
自
然
思
ヒ
立
侯
儀
有
之
候
ハ
上
下
之
無
別
重
役
ヱ
相
談
可
致
之
事
」

　
更
に
、
同
店
の
「
作
法
記
」
に
は

　
「
来
客
附
合
之
儀
者
本
支
配
以
上
之
外
堅
不
相
成
侯
、
若
差
支
有
之
候
節
ハ
支
配
帳
場
よ
り
差
図
可
致
候
事

　
但
シ
其
掛
り
掛
り
元
方
役
二
而
相
勤
可
申
事
、
尤
酉
刻
限
相
断
帰
店
可
致
事
」
　
、

　
「
諾
掛
売
場
之
者
於
出
先
御
客
衆
ト
附
合
都
而
不
相
成
、
商
用
た
り
と
も
夕
刻
限
断
申
立
速
二
帰
店
可
致
事
」

　
　
　
京
都
商
人
の
商
戎
に
。
つ
い
て
　
Ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
（
三
〇
一
）
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命
館
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済
学
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四
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四
〇
　
（
三
〇
二
）

　
と
、
店
の
得
意
客
と
の
附
合
に
お
げ
る
制
約
を
設
げ
、
そ
こ
か
ら
来
る
職
責
遂
行
に
お
け
る
素
乱
の
防
止
に
磐
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
規
定
で
あ
る
。

　
又
、
　
「
厳
改
正
」
に
お
い
て

　
「
此
度
改
革
之
筋
二
取
テ
ハ
銘
々
本
家
よ
り
金
子
予
り
我
商
業
取
斗
候
意
二
而
、
万
事
格
別
二
入
精
被
致
、
我
ガ
物
ヲ
斗
ヒ
候
も

同
様
之
次
第
ト
心
得
可
被
申
条
深
ク
思
慮
可
被
成
必
心
得
誤
リ
致
問
敷
今
之
勤
倹
末
ハ
広
太
其
身
之
徳
と
相
成
可
中
道
理
、
常
二
梱

慎
出
情
可
被
致
候
事
」

　
と
、
職
務
に
精
勤
す
べ
き
理
（
こ
と
わ
り
）
を
明
ら
か
に
し
て
、
職
分
に
忠
実
な
る
べ
し
と
、
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
同
じ
店
則
の
中
で
次
の
如
く
述
べ
て
、
一
門
一
統
の
職
務
に
誠
勤
な
る
べ
き
こ
と
を
強
く
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
幼
年
よ
り
相
勤
侯
別
家
重
役
衆
中
二
而
も
此
度
改
正
よ
り
ハ
格
別
之
勤
メ
方
二
も
相
成
侯
次
第
深
ク
思
慮
可
被
成
、
左
候
時
ハ

別
而
若
年
之
者
ハ
不
申
及
相
勤
メ
之
事
、
仕
着
セ
之
者
、
子
供
二
至
迄
専
ら
入
情
可
被
申
、
是
則
主
家
ヲ
お
も
ふ
は
我
身
ヲ
お
も
ふ

道
理
な
り
、
必
心
得
違
致
問
敷
、
猶
又
不
和
ハ
家
之
乱
二
侯
得
ハ
相
互
二
仁
道
ヲ
守
リ
一
統
誠
勤
可
致
事
」

　
と
、
す
な
わ
ち
「
主
家
ヲ
お
も
ふ
は
我
身
ヲ
お
も
ふ
道
理
な
り
」
　
「
一
統
誠
勤
可
致
」
と
規
定
し
、
職
務
に
勤
勉
な
る
こ
と
を
要

求
し
て
い
る
。
又
、
親
里
訪
問
も
規
定
以
外
は
禁
止
し
て
い
た
。
即
ち
、
職
場
を
離
脱
す
る
こ
と
を
出
来
る
限
り
制
限
し
た
の
で
あ

る
。　

「
里
親
行
、
定
メ
之
外
不
相
成
候
、
乍
併
、
両
親
之
大
病
、
或
ハ
親
二
も
成
リ
替
ル
大
恩
あ
る
人
等
之
大
病
と
か
無
拠
節
ハ
奥
帳

並
二
取
締
役
帳
場
江
相
答
江
聞
済
之
上
な
ら
ぼ
帰
国
可
致
事
」

　
又
、
本
家
及
び
主
人
の
用
事
に
対
す
る
勤
務
の
拒
否
を
否
定
し
て
い
る
も
の
と
し
て



　
「
本
家
用
並
二
奥
帳
用
臨
時
之
義
ハ
店
方
之
者
、
誰
二
よ
ら
ず
相
勤
可
申
事
」

　
が
あ
る
。
な
お
、
各
役
職
の
階
層
に
よ
っ
て
そ
の
精
勤
を
厳
し
く
要
求
し
た
も
の
と
し
て
は
次
の
如
き
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
此
度
改
正
之
上
ハ
璽
役
之
者
ハ
猶
更
、
あ
し
き
風
儀
無
之
様
、
重
役
心
得
誤
リ
ハ
何
れ
之
者
も
得
不
中
出
義
二
付
益
々
我
勝
手

二
引
附
可
中
道
理
左
候
時
ハ
内
輪
不
取
締
二
至
リ
可
申
、
且
重
役
衆
中
二
而
も
右
様
之
義
二
候
問
、
取
次
、
次
役
、
若
衆
ハ
別
而
末

も
長
く
殊
に
さ
か
ん
な
る
身
ニ
シ
テ
行
末
立
身
ヲ
猶
々
い
た
さ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
事
、
折
角
二
乍
。
勤
身
上
空
敷
成
行
候
而
ハ
、
孝
道
も

不
相
立
候
問
、
格
別
精
励
可
被
致
、
実
二
其
次
第
二
取
而
ハ
天
道
二
不
レ
叶
ツ
マ
リ
其
身
難
儀
二
陥
入
リ
可
中
、
是
等
之
義
惣
方
沐

ク
思
慮
可
被
成
呉
々
善
ヲ
存
セ
バ
善
事
二
至
ル
、
悪
事
ヲ
存
セ
バ
悪
事
二
至
ル
。
世
乃
正
敷
を
お
も
ふ
べ
し
、
只
々
我
好
二
ま
か
さ

ず
、
偏
二
和
熟
ヲ
本
と
し
て
、
一
向
二
誠
勤
ヲ
希
所
也
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
殊
に
、
、
支
配
役
た
る
者
の
職
分
を
明
確
に
。
し
た
規
定
と
し
て
は
「
心
得
書
」
の
中
に
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
支
配
人
ハ
総
躰
之
重
役
な
れ
ハ
万
事
心
を
配
り
差
障
無
之
様
身
心
堅
固
二
持
べ
し
、
支
配
中
二
自
然
心
得
違
之
者
出
来
候
ハ
バ

支
配
人
不
行
届
キ
ニ
モ
可
相
成
道
理
必
無
油
断
人
の
性
質
を
見
立
、
忠
孝
明
徳
之
道
理
ヲ
相
心
得
皆
二
順
当
二
立
身
い
た
し
候
様
能

々
中
諭
ス
ベ
し
。
若
シ
家
風
二
梢
背
キ
心
得
違
之
者
有
之
不
得
止
事
之
侯
ハ
バ
決
而
用
捨
致
問
敷
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
ョ
ウ

　
総
而
重
役
之
者
ハ
尚
々
店
一
同
之
見
習
二
相
成
候
様
忌
用
手
廻
リ
万
事
目
立
不
中
様
相
慎
古
風
を
堅
ク
相
守
申
ベ
シ
」

　
す
な
わ
ち
、
支
配
人
は
「
総
体
之
重
役
」
で
あ
る
か
ら
万
事
に
気
を
配
り
、
心
身
堅
固
に
、
し
て
油
断
な
く
、
家
風
を
守
っ
て
、
全

従
業
員
が
「
順
当
二
立
身
」
出
来
る
よ
う
に
勤
め
た
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
八
代
仁
商
店
の
「
定
メ
」
に
は

　
「
銘
々
商
事
ヲ
相
励
ミ
、
朝
夕
汕
断
ナ
ク
精
出
シ
中
ス
可
キ
事
第
一
也
」

　
　
　
京
郁
閑
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
三
〇
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
（
三
〇
四
）

　
と
あ
り
、
そ
の
職
分
に
忠
実
な
る
こ
と
第
一
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
更
に
、
家
内
、
男
女
の
交
際
に
つ
い
て
は
、
そ
の
素
乱
を
防
止
す
る
た
め
に
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
「
家
内
男
女
獲
ケ
問
敷
事
屹
度
無
之
侯
様
二
相
慎
ミ
申
ス
可
ク
侯
、
惣
ジ
テ
店
セ
家
内
入
交
ラ
ザ
ル
様
二
心
掛
ラ
ル
ベ
ク
候
、
最

モ
小
家
ノ
義
故
入
交
ラ
ザ
ル
事
ハ
成
リ
難
ク
候
得
共
、
銘
々
行
儀
心
掛
ケ
之
レ
ア
ル
可
ク
寮
二
候
」

　
他
出
に
関
し
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
「
店
之
銘
々
諾
見
物
へ
出
度
ク
侯
ハ
ハ
主
人
へ
向
ヒ
伺
ヒ
差
図
ヲ
受
ケ
罷
リ
出
ツ
可
ク
候
」

　
と
規
定
し
、
主
人
の
許
可
が
な
げ
れ
ば
外
出
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
「
朝
ヨ
リ
商
内
二
出
侯
者
九
ツ
時
限
リ
帰
リ
申
ス
可
ク
侯
事
、
西
陣
へ
買
物
二
出
候
モ
ノ
日
暮
眼
リ
帰
ル
ベ
ク
候
、
最
行
先
ヲ
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ソ
ド
コ
ロ

断
罷
出
可
ク
候
事
、
右
二
品
拠
ナ
ク
暇
入
リ
侯
ハ
ハ
罷
リ
帰
リ
早
々
其
断
リ
申
ス
可
ク
事
」

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
マ

　
「
売
買
先
キ
ノ
外
一
切
立
入
リ
申
問
敷
侯
事
、
商
内
二
罷
出
侯
テ
御
得
意
方
ノ
拠
ナ
キ
附
キ
合
ヒ
ナ
ド
ト
申
シ
隙
入
候
共
申
訳
棚

立
チ
申
サ
ズ
候
事
、
此
儀
御
得
意
方
ノ
当
分
ハ
不
礼
ノ
様
二
存
ジ
侯
へ
共
家
ノ
障
二
成
リ
候
事
致
ス
問
敷
候
、
心
有
ル
御
方
ハ
却
テ

頼
母
敷
思
シ
召
サ
ル
ベ
ク
事
ニ
テ
堅
ク
相
慎
ル
ベ
ク
候
事
」

　
と
実
に
勤
務
一
辺
倒
の
手
き
び
し
い
職
責
遂
行
の
規
定
が
設
げ
ら
れ
、
勤
務
上
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
。

　
な
お
主
人
の
あ
り
方
、
奉
公
人
の
あ
り
方
を
次
の
如
く
諭
し
、
そ
の
職
分
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
先
ず
、
主
人
と
し
て
の
職
分
は

　
「
何
卒
人
ハ
人
ノ
道
ヲ
正
シ
ク
勤
メ
渡
世
致
シ
度
候
、
最
モ
主
人
ハ
小
者
二
至
ル
迄
モ
我
子
ノ
如
ク
思
ヒ
願
フ
処
ハ
人
々
相
続
致

サ
セ
申
サ
デ
ハ
主
人
之
役
目
相
勤
マ
リ
申
サ
ズ
侯
。
」



　
次
に
家
内
（
従
業
貞
）
に
対
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ト

　
「
宗
内
ノ
人
ハ
其
身
ハ
勿
論
親
ノ
心
、
何
ヲ
願
ヒ
奉
公
二
出
シ
侯
哉
、
首
尾
能
ク
相
勤
メ
相
応
ノ
南
売
ニ
モ
木
ツ
キ
末
繁
昌
フ
祈

ル
事
ナ
リ
、
然
ル
ニ
人
欲
二
引
カ
レ
不
奉
公
ヲ
致
シ
、
親
請
人
二
難
義
ヲ
掛
ケ
候
事
不
孝
ト
ヤ
日
ハ
ソ
、
不
忠
ト
ヤ
日
ヘ
ソ
、
是
レ

第
一
二
慎
ム
ベ
キ
事
也
」

　
と
し
、
主
従
両
者
の
あ
る
べ
き
職
分
を
明
確
に
し
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
職
分
を
全
う
す
る
方
途
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ツ
　
マ
　
ジ
ク

　
「
此
願
成
就
セ
ソ
事
如
何
ス
ベ
キ
ナ
レ
バ
、
先
己
ガ
身
ヲ
治
メ
、
朋
輩
睦
問
敷
勤
ム
可
キ
事
三
思
ラ
ズ
、
家
業
ヲ
精
山
…
シ
互
二
心

ヲ
付
ケ
、
下
川
輩
ヲ
引
上
ケ
仕
入
相
続
ケ
者
ヲ
取
立
、
主
人
ノ
家
ヲ
厚
ク
シ
、
各
立
身
ヲ
致
シ
候
ヘ
バ
、
主
人
ハ
親
ノ
如
ク
、
家
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ノ
ズ
カ

ハ
子
ノ
如
ク
成
ル
可
シ
。
実
二
斯
ノ
如
ク
ナ
レ
バ
忠
孝
ヲ
全
フ
シ
、
白
ラ
天
理
ノ
冥
理
ニ
モ
相
叶
ヒ
申
ス
可
シ
者
也
」

　
と
、
教
え
諭
し
て
い
る
。

　
又
、
西
川
ふ
と
ん
店
「
捷
」
に
は
、

　
「
各
々
持
役
無
怠
相
勤
可
中
様
二
季
勘
定
披
露
之
節
申
渡
し
、
別
し
て
役
替
等
有
之
候
節
ハ
懇
切
二
可
中
渡
事
」

　
と
、
各
白
持
場
の
遵
守
と
職
責
の
遂
行
を
規
定
し
て
い
る
。

　
更
に
、
同
店
の
「
規
定
之
事
」
に
は

　
「
各
課
役
怠
り
な
く
売
買
は
勿
論
万
端
精
勤
可
致
且
ツ
諾
帳
面
付
落
無
之
様
互
二
注
意
致
素
漏
無
之
様
可
致
候
箏
」

　
と
職
分
の
遂
行
を
怠
ら
な
い
よ
う
規
定
し
て
い
る
。

　
更
に
、
　
「
定
之
事
」
に
は

　
「
銘
々
相
立
置
役
儀
無
汕
断
大
切
二
相
勤
可
申
事
」

　
　
　
京
都
商
人
の
商
魂
に
つ
い
て
　
ｏ
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
（
三
〇
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
猪
十
八
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
（
三
〇
六
）

　
「
他
出
之
節
ハ
支
配
人
へ
相
断
立
他
行
可
致
事
帰
店
之
儀
ハ
暮
六
ツ
時
限
、
若
無
拠
用
向
手
間
取
候
者
其
筋
合
相
断
可
申
事
」

　
と
規
定
し
、
職
場
に
お
け
る
誠
勤
と
、
勝
手
な
職
場
離
脱
行
動
を
厳
し
く
制
限
し
、
職
分
を
か
た
く
遵
守
し
、
遂
行
す
る
よ
う
に
、

そ
の
行
動
を
厳
重
に
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

虎
屋
黒
川
商
店
所
蔵
「
捷
書
写
」
　
（
文
化
二
年
制
定
）

外
与
商
店
所
蔵
「
改
正
規
則
書
」
　
（
明
治
十
九
年
制
定
）

同
　
　
前
「
作
法
記
」
　
（
明
治
元
年
制
定
）

同
　
　
前
「
厳
改
正
」
　
（
同
前
）

同
　
　
前
「
心
得
蓄
」
　
（
明
治
初
年
制
定
）

八
代
仁
商
店
所
蔵
「
定
メ
」
　
（
宝
暦
八
年
三
月
制
定
）

西
川
ふ
と
ん
店
所
蔵
「
捷
」
　
（
天
保
十
五
年
六
月
制
定
）


